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国
籍
は
絶
対
的
な
不
変
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
国
籍
の
意
味
と
内
容
は
国
家
の
性
格
が
変
容
す
る
に
対
応
し
て
変

化
し
て
き
た
。
国
籍
は
、
人
類
社
会
の
性
格
の
新
た
な
変
化
と
国
際
的
組
織
化
の
進
展
の
結
果
と
し
て
、
将
来
、
新
し
い
意
味
を
も
っ

こ
う
述
べ
る
の
は
、

一
九
三

0
年
の
ハ
ー
グ
国
際
法
典
編
纂
会
議
の
準
備
作
業
に
関
連
し
て
一
九
二
九
年
に
公
表
さ
れ
た
国
籍
に
関

(

1

)

 

す
る
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
草
案
の
導
入
部
の
註
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
は
、
国
際
法
委
員
会
の
た
め
に
国
連
事
務
局
の
準
備
し
た

(

2

)

 

一
九
五
四
年
五
月
十
四
日
付
「
重
国
籍
問
題
の
調
査
」
が
調
査
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

(

3

)

 

わ
が
国
の
国
籍
立
法
に
つ
い
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
言
が
あ
て
は
ま
る
。
昭
和
二
十
五
年
の
国
籍
法
制
定
以
来
ほ
ぼ
三
十
年
に
し
て
社

会
の
変
化
に
対
応
す
べ
く
国
籍
法
改
正
が
議
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
五
十
八
年
二
月
に
「
国
籍
法
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」

が
発
表
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
試
案
の
特
色
の
第
一
は
、
出
生
に
よ
る
国
籍
の
取
得
に
関
し
、
現
行
法
の
父
系
血
統
主
義
を
改
め
、

父
母
両
系
血
統
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
、
第
二
は
、
父
母
両
系
血
統
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
等
に
よ
り
発
生
す
る
重
国
籍
に
つ
い
て
は
、

国
籍
選
択
制
度
の
新
設
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
、
第
三
に
、
子
が
未
成
年
で
あ
る
間
は
、
で
き
る
だ
け
親
子
同
一
国
籍

(

4

)

 

と
な
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
こ
と
、
等
で
あ
る
。

こ
の
試
案
は
、
男
女
平
等
を
貫
徹
し
、
父
母
両
系
血
統
主
義
の
採
用
に
踏
み
切
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
結
果
、
従
来
以
上
に
多
発

(

5

)

 

す
る
重
国
籍
問
題
を
い
か
に
処
理
す
る
か
を
最
大
の
課
題
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
出
発
点
に
は
、
い
わ
ゆ
る
国
籍

(
6
)
 

唯
一
の
原
則
な
る
も
の
が
不
動
の
も
の
と
し
て
据
え
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
果
し
て
、
重
国
籍
は
不

か
も
し
れ
な
い
。

は

じ

め

に
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都
合
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
い
か
な
る
音
詣
パ
で
不
都
合
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
国
籍
唯
一
の
原
則
な
る
も
の
は
、
い
か
な
る
音
距
バ
で

原
則
な
の
か
。
い
か
な
る
意
味
で
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
が
筆
者
の
脳
裡
か
ら
消
え
去
ら
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、

国
籍
と
い
う
も
の
に
歴
史
的
な
視
野
の
な
か
か
ら
光
を
あ
て
、
さ
ら
に
、
将
来
へ
の
展
望
の
な
か
で
こ
れ
を
と
ら
え
て
み
た
い
と
思

う
。
な
お
、
本
稿
は
、
前
述
の
中
間
試
案
に
つ
い
て
、
同
年
三
月
法
制
審
議
会
国
籍
法
部
会
の
「
国
籍
法
改
正
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く

(
7
)
 

会
」
（
大
阪
）
に
お
い
て
、
求
め
ら
れ
て
筆
者
が
行
っ
た
意
見
陳
述
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
 to 
the 
A.].I.L., 
Vol. 2
3
 Special 
N
u
m
b
e
r
 (April, 
1
9
2
9
)
,
 
p. 
2
1
.
 

(
2
)
A
/
C
N
.
 4

ー84
,

para. 3
8
7
.
 

(
3
)
諸
外
国
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
田
中
康
久
「
最
近
に
お
け
る
諸
外
国
の
国
籍
法
改
正
の
動
向
ー
—
ー
両
性
の
平
等
と
の
関
係
を
中
心
と
し

て
ー
ー
」
『
民
事
月
報
』
第
三
五
巻
二
、
七
、
九
号
、
三
六
巻
二
号
参
照
。
な
お
、
国
際
法
協
会

(
L
L
.
A
.
)
オ
ラ
ン
ダ
支
部
の
一
九
八
一
年
五

月
の
年
次
総
会
で
も
、
国
籍
に
関
し
国
際
公
法
・
私
法
二
つ
の
報
告
が
議
論
さ
れ
、
「
連
結
素
と
し
て
の
国
籍
の
役
割
の
衰
退
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
こ
れ
が
基
本
的
人
権
の
重
要
性
の
増
大
、
経
済
統
合
の
進
展
お
よ
び
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
役
割
の
後
退
の
結
果
で

あ
る
」
と
報
告
さ
れ

(
N
e
t
h
e
r
一aミ
d
s
I
 nternatio
君
l
L
a
w
 R
e
v
i
e
w
,
 1
9
8
2
,
 
Vol. 
X
X
I
X
,
 Issue 
I, 
p. 
1
0
2
)
、
国
籍
と
社
会
と
の
関

係
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
な
お
ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
国
籍
」
が
か
か
え
る
法
的
・
社
会
的
問
題
点
を
指
摘
す
る
論
稿
は
多
い
が
、

本
稿
と
の
関
連
で
、
と
り
あ
え
ず
、
土
井
た
か
子
編
『
「
国
籍
」
を
考
え
る
』
（
時
事
通
信
社
、
一
九
八
四
）
お
よ
び
山
田
錬
一
「
出
生
に
よ
る

日
本
国
籍
取
得
要
件
と
し
て
の
血
統
主
義
と
日
本
国
憲
法
ー
ー
国
籍
存
在
確
認
請
求
事
件
判
決
—
ー
」
『
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』
八
八
な
ら

び
に
山
田
・
早
田
・
澤
木
鑑
定
書
（
前
掲
所
収
）
。

(

4

)

土
屋
文
昭
「
国
籍
法
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
に
つ
い
て
」
『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
第
三
六
巻
三
号
四
頁
以
下
お
よ
び
山
田
錬
一
「
国
籍
法
改

正
に
関
す
る
中
間
試
案
」
『
法
学
教
室
』
第
三
二
号
七
七
頁
以
下
参
照
。

(

5

)

中
間
試
案
の
立
場
に
つ
い
て
、
法
制
審
議
会
国
籍
法
部
会
の
池
原
季
雄
部
会
長
は
、
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
の
座
談
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
公
益
的
立
場
か
ら
重
国
籍
は
困
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
と
い
た
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
は

な
い
か
。
な
ん
ら
か
の
対
策
を
講
ず
る
必
要
は
あ
り
は
し
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
試
案
も
そ
う
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
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国
籍
概
念
の
成
立
と
展
開

の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
七
九
0
号
六
七
頁
。

(

6

)

前
掲
座
談
会
に
お
い
て
、
国
籍
法
部
会
発
足
当
初
法
務
省
で
国
籍
の
問
題
を
所
管
す
る
民
事
局
第
五
課
長
で
あ
っ
た
田
中
康
久
同
第
二
課
長

は
、
現
行
国
籍
法
に
つ
い
て
、
「
諸
外
国
の
事
情
を
考
え
ま
す
と
、
国
籍
唯
一
の
原
則
の
た
め
に
は
父
系
血
統
主
義
を
と
っ
て
い
れ
ば
大
丈
夫

だ
ろ
う
と
い
う
前
提
で
で
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
同
右
七
八
八
号
―
二
頁
。

(

7

)

一
九
八
三
年
の
国
際
法
学
会
秋
季
大
会
に
お
い
て
筆
者
は
同
旨
報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
筆
者
の
報
告
の
た
め
種
々
の
ご
意
見
・
ご
便

宜
を
お
与
え
下
さ
っ
た
方
々
に
、
特
に
誌
上
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
本
稿
は
同
報
告
ノ
ー
ト
に
若
干
の
加
筆
・
補
正
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。

近
代
的
国
籍
概
念
の
成
立

統
治
形
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
国
が
一
定
地
域
の
住
民
を
基
礎
に
し
て
い
る
か
ぎ
り
、

「
国
籍
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
人
類
の
始
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
国
籍
が
多
少
と
も
詳
細
な
立
法
の
対
象

と
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
り
、
国
籍
は
こ
の
時
期
に
法
的
生
活
の
な
か
で
重
要
性
を

(

1

)

 

も
つ
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
近
代
的
な
国
籍
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
お

(

2

)

 

よ
び
ナ
ボ
レ
オ
ン
法
典
の
成
立
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

(
3
)
 

封
建
社
会
に
お
い
て
人
は
皆
土
地
に
し
ば
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
封
建
的
な
障
害
が
消
滅
し
、
人
が
土
地
か
ら
解
放
さ

れ
、
人
口
移
動
も
始
ま
り
、
経
済
発
展
が
み
ら
れ
た
し
、
ま
た
、
こ
の
時
期
に
多
く
の
国
で
徴
兵
制
が
布
か
れ
る
に
至
っ
た
。

近
代
国
家
が
成
立
す
る
と
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
た
の
と
同
様
の
事
情
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
各
国
に
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
市
民
を
立
法
権
へ
参
加
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
参
政
権
行
使
の
前
提
条
件
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
た
る

(
4
)
 

こ
と
の
資
格
が
重
要
性
を
も
ち
、
そ
こ
に
「
国
籍
」
規
制
の
必
要
性
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
の
強
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い
民
族
主
義
・
国
家
主
義
の
思
想
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
一
底
流
で
も
あ
っ
た
が
、
国
内
に
お
け
る
出
生
と
い
う
偶
然
の
事
実
だ
け
で

は
言
語
・
宗
教
な
ど
文
化
を
共
通
に
す
る
民
族
共
同
体
の
統
一
・
強
化
に
は
不
充
分
で
あ
り
、
地
縁
的
つ
な
が
り
に
基
づ
く
生
地
主
義

に
か
え
、
血
縁
的
継
承
を
重
く
み
る
血
統
主
義
の
採
用
へ
と
向
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
嘴
矢
と
な
っ
た
の
が
一
八

0
四
年
の
ナ
ポ
レ

オ
ン
法
典
で
あ
り
、
第
十
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
を
父
と
し
て
国
内
で
生
ま
れ
た
子
が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
は
当
然
と
し

(
5
)
 

て
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
父
の
子
で
外
国
で
生
ま
れ
た
者
は
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
人
と
す
る
」
と
定
め
た
。
ナ
ボ
レ
オ
ン
法
典
が
採
用

し
た
こ
の
血
統
主
義
の
原
則
は
、
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
を
風
靡
し
、
ス
ペ
イ
ン
、
ボ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
を
除
き
、
採
用
さ
れ

(

6

)

 

る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
、
生
来
国
籍
の
取
得
に
関
し
生
地
主
義
を
維
持
す
る
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
理
論
的
に

、
、
、
、

は
、
国
籍
の
積
極
的
・
消
極
的
抵
触
、
重
国
藉
・
無
国
籍
問
題
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
歴
史

上
登
場
し
た
の
は
重
国
籍
解
消
の
問
題
で
あ
っ
た
。

国
籍
離
脱
の
自
由
ま
た
は
国
籍
変
更
の
自
由
の
原
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
個
人
の
自
由
の
思

想
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
原
則
の
確
立
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。

こ
れ
は
、
帰
化
に
よ
る
重
国
籍
の
問
題
で
あ
っ
て
、
生
来
の
重
国
籍
が
問
題
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の

解
決
の
経
緯
か
ら
、
重
国
籍
に
よ
っ
て
何
が
問
題
と
さ
れ
た
か
を
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
帰
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
重
国
籍

も
、
出
生
に
よ
っ
て
生
じ
た
重
国
籍
も
区
別
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
七
七
六
年
に
独
立
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

る
。
従
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
国
家
で
あ

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
国
策
上
、
比
較
的
寛
大
な
条
件
で
帰
化
を
許
可
し
、
市
民
権
の
取
得
を
認
め
て
き
た
。
し
か
し
、

他
方
、
こ
れ
ら
移
民
の
原
国
籍
国
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
自
国
民
の
帰
化
に
よ
る
国
籍
喪
失
を
認
め
ず
、
対
立
し
た
。
国
籍
の
抵
触
が

(
7
)
 

現
実
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
十
九
世
初
頭
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
頃
で
あ
る
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
の
遂
行
の
た

国
籍
自
由
の
原
則
の
誕
生

5 (271) 
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一
八
六
八
年
七
月
二
十
七
日
の
法
律
に
よ
っ
て

一
八

め
艦
船
乗
組
員
の
強
制
服
役
制
度
を
と
っ
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
船
の
待
遇
が
は
る
か
に
良
好
で
あ
っ
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
艦
船
乗
組

員
の
な
か
に
は
自
国
艦
船
を
脱
走
し
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
簡
易
に
帰
化
証
を
取
得
し
ア
メ
リ
カ
船
に
乗
り
組
む
者
が
少
な
く
な
か
っ

た
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
れ
ら
脱
走
海
員
の
イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
主
張
し
、
公
海
上
で
ア
メ
リ
カ
艦
船
に
停
船
を
命

じ
脱
走
者
を
捜
査
・
逮
捕
す
る
挙
に
出
た
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
に
ア
メ
リ
カ
の
世
論
は
沸
騰
し
、
一
八
―
二
年
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

が
フ
ラ
ン
ス
側
に
立
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
宜
戦
し
た
―
つ
の
原
因
と
さ
え
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
国
籍
抵
触
問
題
は
、

(

8

)

 

二
月
二
十
四
日
ゲ
ン
ト
で
調
印
さ
れ
た
英
米
平
和
条
約
の
締
結
後
も
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
問
題
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
間
に
も
あ
っ
た
。

了
八
一
四
年
十

い
わ
ゆ
る
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
条
約

(
B
a
n
c
r
o
f
t
T
r
e
a
t
i
e
s
)
、

(

9

)

（

10) 

六
八
年
二
月
二
十
二
日
の
北
ド
イ
ツ
連
邦
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
間
の
帰
化
条
約
等
の
締
結
に
至
っ
た
紛
争
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸

国
か
ら
の
移
民
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
帰
化
し
て
市
民
権
を
え
た
の
ち
本
国
に
帰
っ
た
と
き
兵
役
に
服
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
り
、

兵
役
忌
避
の
理
由
に
よ
る
処
罰
•
財
産
没
収
を
う
け
た
り
す
る
事
例
が
生
じ
、
こ
れ
ら
本
国
の
権
限
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
自
国
民
に

(
1
1
)
 

対
す
る
保
護
権
の
衝
突
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
諸
邦
と
の
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
条
約
に
類
似
し
た
条
約
は
、
一
八
六
八
年
十
一
月
十

(
1
2
)

（

13) 

六
日
に
ベ
ル
ギ
ー
と
の
間
で
、
翌
六
九
年
五
月
二
十
六
日
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
11
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
の
間
で
、
締
結
さ
れ
、
遂
に
、
一
八
七

(
1
4
)
 

0
年
五
月
十
三
日
に
は
英
米
条
約
(
-
八
七
一
年
二
月
二
十
三
日
に
補
充
条
約
）
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同
年
九
月
二
十
日
に
オ

(
1
5
)

（

16)

（

17)

（

18) 

ー
ス
ト
リ
ア
11
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
七
二
年
五
月
六
日
に
エ
ク
ア
ド
ル
、
同
年
七
月
二
十
日
に
デ
ン
マ
ー
ク
と
同
種
の
条
約
が
結
ば
れ
た
。

ト
ル
コ
と
の
間
で
は
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
領
事
裁
判
制
度
と
の
か
ら
み
も
あ
っ
て
条
約
に
よ
る
解
決
に
失
敗
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
紛

(
1
9
)
 

争
の
種
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
条
約
に
よ
る
解
決
の
基
礎
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、

(
2
0
)
 

次
の
よ
う
に
宜
言
し
て
い
た
。

(272) 6 
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「
国
籍
離
脱
の
権
利
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
天
賦
固
有
の
権
利
で
あ
り

(
t
h
e

r
i
g
h
t
 
o
f
 
e
x
p
a
t
r
i
a
t
i
o
n
 
is 
a
 n
a
t
u
r
a
l
 
a
n
d
 

i
n
h
e
r
e
n
t
 r
i
g
h
t
 o
f
 
all 
p
e
o
p
l
e
)
、
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
の
享
有
の
た
め
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
」

こ
の
思
想
は
、
次
第
に
諸
国
の
国
籍
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

(
2
1
)
 

る。

夫
婦
国
籍
独
立
主
義
の
立
法
の
登
場

い
ま
で
は
国
籍
立
法
の
理
想
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

国
籍
立
法
に
お
い
て
妻
の
国
籍
に
つ
い
て
伝
統
的
に
諸
国
を
支
配
し
て
き
た
原
則

は
、
外
国
人
と
結
婚
し
た
女
子
は
、
そ
の
夫
の
国
籍
に
従
う
と
い
う
夫
婦
国
籍
同
一
主
義

(
P
r
i
n
c
i
p
e
d
e
 l'unite 
d
e
 nationalite 

d
e
s
 e
p
o
u
x
)

で
あ
り
、
二
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
立
法
例
が
こ
の
原
則
の
上
に
立
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
第

一
次
世
界
大
戦
の
終
り
頃
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
後
、
若
千
の
国
が
婚
姻
に
妻
の
国
籍
変
更
の
効
果
を
認
め
ず
、
夫
婦
相
互
の
国
籍
の

独
立
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
夫
婦
国
籍
独
立
主
義

(
P
r
i
n
c
i
p
e
d
e
 l
'
i
n
d
e
p
e
n
d
a
n
c
e
 d
e
 nationalite 
d
e
s
 e
p
o
u
x
)

を
採
用
し
、

こ
こ
に
、
諸
国
の
国
籍
立
法
を
支
配
し
て
い
た
夫
婦
国
籍
同
一
主
義
の
原
則
が
破
ら
れ
、
や
が
て
、
夫
婦
国
籍
独
立
主
義
が
世
界
の
国

(
2
2
)
 

籍
立
法
の
新
傾
向
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
夫
婦
国
籍
独
立
主
義
に
基
づ
く
国
籍
立
法
の
傾
向
は
、
近
代
的
な
両
性
平
等
思
想
の
要
求
と
と
も
に
、
当
時
の
諸
国
に
お
け
る

政
治
的
、
社
会
的
要
因
が
こ
れ
を
助
長
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
な
お
、
夫
婦
国
籍
同
一
主
義
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
婚
姻
の
事
実
に
よ

り
強
制
的
に
妻
を
し
て
夫
の
国
籍
に
従
わ
せ
る
制
度
は
、
疑
も
な
く
、
妻
は
夫
の
身
分
に
附
従
的
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代

(
2
3
)
 

の
遺
物
で
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
、
国
籍
法
の
基
本
原
則
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
る
国
籍
自
由
の
原
則
、
つ
ま
り
国
籍
非
強
制
の
原
則

に
反
す
る
、
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
「
夫
婦
国
籍
一
元
主
義
（
同
一
主
義
の
こ
と
羞
手
者
）
は
国
家
主
義
的
利
益
を
中
心
と
し
、
女
子
の
人

(
2
4
)
 

格
自
由
を
犠
牲
に
す
る
嫌
が
あ
る
」
と
さ
え
主
張
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
十
九
世
紀
に
確
立
さ
れ
た
国
籍
自
由
の
原
則
が
、
第
一
次
大

戦
後
、
妻
に
も
等
し
く
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

7 (273) 
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る
と
い
う
考
え
方
は
、

五

無
国
籍
の
減
少
問
題

―
つ
は
、
嫡
出
子
に
つ
い

無
国
籍
問
題
が
深
刻
に
な
る
の
が
何
時
か
ら
で
あ
る
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
国
際
連
盟
の
も
と
で

一
九
三

0
年
に
国
籍
法
の
抵
触
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
問
題
に
関
す
る
条
約
の
ほ
か
、
無
国
籍
の
一
の
湯
合
に
つ
い
て
の
議
定
書
が
成

(
2
5
)
 

立
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
成
果
は
必
ず
し
も
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

無
国
籍
問
題
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
い
ち
は
や
く
国
連
人
権
委
員
会
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
大
戦
中
も
そ
の
前
後
に

も
多
く
の
難
民
が
生
じ
、
そ
の
難
民
の
中
に
多
く
の
無
国
籍
者
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
難
民
問
題
と
関
連
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
後
に
、

(
2
6
)
 

無
国
籍
問
題
は
、
難
民
問
題
と
切
り
離
さ
れ
、
難
民
条
約
成
立
後
、
一
九
六
一
年
に
無
国
籍
の
減
少
に
関
す
る
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

(
2
7
)
 

国
籍
抵
触
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
人
権
問
題
と
し
て
、
無
国
籍
の
防
止
に
重
点
が
置
か
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う

四

国
籍
立
法
に
お
け
る
両
性
平
等
の
徹
底

出
生
に
基
づ
く
国
籍
に
関
し
て
血
統
主
義
を
採
用
す
る
諸
国
は
、
自
国
民
と
の
間

に
ど
の
よ
う
な
血
縁
関
係
が
あ
る
場
合
に
内
国
籍
の
付
与
を
認
め
る
か
に
よ
っ
て
、
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

て
は
父
が
自
国
民
の
と
き
に
の
み
内
国
籍
の
付
与
を
認
め
、
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
補
充
的
に
母
子
関
係
に
基
づ
く
内
国
籍
の
付
与
を
認

め
る
、
い
わ
ゆ
る
父
系
優
先
血
統
主
義
を
採
用
す
る
諸
国
で
あ
り
、
他
は
、
父
ま
た
は
母
の
い
ず
れ
か
一
方
が
自
国
民
で
あ
り
さ
え
す

れ
ば
出
生
子
に
内
国
籍
の
付
与
を
認
め
る
、
い
わ
ゆ
る
父
母
平
等
血
統
主
義
の
国
々
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
と
く
に
一
九
七

0
年
代
に
入
り
、
七
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
国
籍
法
改
正
、
七
四
年
の
ド
イ
ツ
の

(28) 

憲
法
裁
判
所
判
決
お
よ
び
国
籍
法
改
正
な
ど
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
国
籍
法
に
お
け
る
父
系
優
先
血
統
主
義
が
両
性
平
等
原
則
に
反
す

一
九
七
九
年
の
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
規
定
か
ら
も
、
い
ま
や
国
際
社
会
に
お
け
る
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
国
籍
自
由
の
原
則
と
両
性
平
等
の
原
則
が
、
国
籍
法
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
現
在
の
日
本
で
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
改
正
を
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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両
性
平
等
を
徹
底
さ
せ
、
父
母
両
系
主
義
に
よ
る
血
統
主
義
を
基
調
と
し
た
一
九
七
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
法
も
、
ま
た
、

国
籍
は
単
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

一
九
七

(
1
6
)
1
4
4
 P
a
r
r
y
 3
6
3ー

3
6
6
.

(
1
7
)
1
4
5
 P
a
r
r
y
 2
9ー

3
2
.

(
1
8
)そ
の
他
の
諸
国
と
の
条
約
も
含
め
て
、
G
.
H
•
H
a
c
k
w
o
r
t
h
,

D
i
g
e
s
t
 o
f
 International L
a
w
、
Vol.
日
,
U.S. G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 Printing 

Office, 
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
,
 1
9
4
2
,
 
p
p
.
 3
7
7
-
4
1
7

参
照
。

(
1
9
)
L
e
l
a
n
d
 J
.
 

G
o
r
d
o
n
,
 
"
T
h
e
 T
u
r
k
i
s
h
 A
m
e
r
i
c
a
n
 C
o
n
t
r
o
v
e
r
s
y
 o
v
e
r
 Nationality," 2
5
 
A
.
J
.
I
.
L
.
 6
5
8
-
6
6
9
.
 

(
2
0
)
F
l
o
u
m
o
y
,
H
u
d
s
o
n
 5
7
8
.
 

(

2

1

)

溜
池
良
夫
「
帰
化
条
件
と
し
て
の
原
国
籍
の
喪
失
」
『
法
学
論
叢
』
六
五
巻
四
号
一
三
頁
。

(
2
2
)

夫
婦
国
籍
同
一
主
義
か
ら
独
立
主
義
へ
の
移
行
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
溜
池
良
夫
「
妻
の
国
籍
に
つ
い
て
」
『
法
学
論
叢
』
五
八
巻
一
号
四

一
頁
以
下
参
照
。

(

2

3

)

賓
方
正
雄
「
婚
姻
と
妻
の
国
籍
（
一
）
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
四
九
巻
八
号
一
四
九
三
頁
。

(

2

4

)

同
右
（
三
・
完
）
、
五

0
巻
五
号
八
六
五
頁
。

(

2

5

)

江
川
英
文
「
第
一
回
国
際
法
典
編
纂
会
議
に
於
て
作
成
せ
ら
れ
た
る
国
籍
に
関
す
る
条
約
（
一
）
（
ニ
・
完
）
」
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
三

0

巻
三
号
、
六
号
参
照
。

(

2

6

)

溜
池
良
夫
「
妻
の
国
籍
・
無
国
籍
」
田
岡
良
一
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
国
際
連
合
の
研
究
』
第
三
巻
、
有
斐
閣
、
昭
四
一
年
、
二
四
三
ー

二
五
四
頁
参
照
。

(

2

7

)

欧
龍
雲
「
国
籍
抵
触
の
防
止
お
よ
び
そ
の
重
点
」
『
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
』
五
巻
一
号
三
九
五
ー
三
九
六
頁
参
照
。

(

2

8

)

澤
木
敬
郎
「
父
系
優
先
血
統
主
義
と
両
性
平
等
」
『
民
事
研
修
』
二
五

0
号
八
二
頁
以
下
、
田
中
康
久
「
諸
外
国
に
お
け
る
出
生
に
よ
る
国

籍
付
与
制
度
改
正
の
動
向
に
つ
い
て
（
上
）
」
『
民
事
研
修
』
二
七
五
号
一
―
頁
以
下
、
同
「
最
近
に
お
け
る
諸
外
国
の
国
籍
法
改
正
の
動

向
ー
両
性
の
平
等
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
（
上
）
（
中
）
（
下
の
一
）
（
完
）
『
民
事
月
報
』
三
五
巻
二
号
、
七
号
、
九
号
、
三
六
巻
二
号
参
照
。
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国籍単一の原則に対する疑問

人
は
、

(

1

)

 

四
年
の
西
ド
イ
ツ
国
籍
法
も
、
重
国
籍
の
解
消
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
生
地
主
義
を
基
本
と
し
、
補
助
的
に
血
統
主
義
を
採
用
し
て
い

る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
、

(

2

)

 

的
で
あ
る
。
日
本
の
一
九
五

0
年
の
国
籍
法
に
し
て
も
、
重
国
籍
の
発
生
そ
の
も
の
は
容
認
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
旧
国
籍
法
の
帰
化

(

3

)

 

条
件
と
し
て
の
原
国
籍
の
喪
失
条
項
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
帰
化
を
も
有
効
と
し
た
最
高
裁
判
所
の
判
決
さ
え
あ
り
、
後
天
的
な
重
国

(

4

)

 

籍
の
発
生
も
認
容
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
諸
国
が
父
母
両
系
血
統
の
平
等
主
義
に
転
換
す
れ
ば
、
従
来
以
上
の
重
国
籍
の
発
生
が

(

5

)

 

避
け
難
い
の
は
事
実
で
あ
り
、
重
国
籍
問
題
を
見
直
す
意
義
が
あ
る
。

一
九
七
八
年
十
月
の
法
律
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
移
民
国
籍
法
は
、
重
国
籍
状
態
の
解
消
に
つ
い
て
、
消
極

一
体
、
た
だ
―
つ
の
国
籍
の
み
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
少
な
く
と
も
―
つ
の
国
籍
を
も
つ
べ
き
で

あ
る
の
か
。
国
籍
概
念
の
成
立
と
展
開
過
程
か
ら
は
、
国
籍
非
強
制
、
国
籍
自
由
の
原
則
が
国
籍
立
法
の
理
想
で
あ
る
こ
と
が
人
権
思

想
の
裏
付
け
を
も
っ
て
明
確
に
登
場
し
て
き
た
こ
と
は
、
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
国
際
私
法
学
者
が
「
国
籍
立
法
の
理
想

と
し
て
の
国
籍
唯
一
の
原
則
」
と
表
現
す
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
や
西
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど

の
立
法
は
、
「
国
籍
唯
一
の
原
則
」
に
反
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
原
則
が
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
今
や

そ
う
し
た
原
則
が
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

1

)

フ
ラ
ン
ス
と
西
ド
イ
ツ
の
新
し
い
国
籍
法
の
紹
介
と
し
て
、
田
中
康
久
「
最
近
に
お
け
る
諸
外
国
の
国
籍
法
改
正
の
動
向
」
『
民
事
月
報
』

第
三
五
巻
二
号
一
八
ー
ニ
三
頁
お
よ
び
二
六
ー
ニ
八
頁
参
照
。

(

2

)

同
右
第
三
五
巻
九
号
五
頁
参
照
。

(

3

)

い
わ
ゆ
る
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
事
件
の
昭
和
三
一
年
七
月
一
八
日
の
最
高
裁
判
決
、
『
民
集
』
第
一

0
巻
七
号
八
九

0
頁。

(

4

)

現
行
国
籍
法
第
四
条
五
号
は
、
帰
化
条
件
の
一
と
し
て
、
「
国
籍
を
有
せ
ず
、
又
は
日
本
の
国
籍
の
取
得
に
よ
っ
て
そ
の
国
籍
を
失
う
べ
き

こ
と
」
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
旧
国
籍
法
第
七
条
二
項
五
号
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
き
、
溜
池
良
夫

は
、
「
結
局
、
重
国
籍
発
生
の
ゆ
え
に
帰
化
を
拒
否
す
べ
き
場
合
は
、
当
事
者
が
悪
意
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
原
国
籍
に
対
す
る
特
別
の
義
務

11 (277) 
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の
履
行
を
故
意
に
回
避
す
る
と
か
処
罰
を
免
れ
る
と
か
の
目
的
の
た
め
に
、
帰
化
を
志
望
す
る
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
た
と
え
、
そ
の
原
国
籍
国
が
、
外
国
帰
化
に
よ
る
自
国
国
籍
の
喪
失
を
み
と
め
な
く
と
も
、
帰
化
を

み
と
め
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
前
掲
「
帰
化
条
件
と
し
て
の
原
国
籍
の
喪
失
」
『
法
学
論
叢
』
第
六
五
巻
四

号
ニ
―
頁
。
な
お
、
田
代
有
嗣
は
、
第
四
条
五
号
違
反
の
帰
化
も
有
効
と
解
す
る
。
同
『
国
籍
法
逐
条
解
説
』
（
日
本
加
除
出
版
、
昭
四
九
年
）

三
九
五
頁
。

(

5

)

法
務
省
民
事
局
付
検
事
土
屋
文
昭
は
、
改
正
法
施
行
後
は
年
間
一
万
人
前
後
の
重
国
籍
者
の
発
生
が
予
測
さ
れ
る
と
し
（
前
掲
『
法
律
の
ひ

ろ
ば
』
六
頁
）
、
同
第
五
課
長
田
中
康
久
は
、
「
五
、
六
千
か
ら
一
万
の
間
と
一
応
推
測
さ
れ
る
が
、
経
過
措
置
の
規
定
の
内
容
如
何
に
よ
っ
て

は
、
国
内
に
、
万
単
位
、
あ
る
い
は
十
万
を
超
え
る
重
国
籍
者
が
存
在
す
る
こ
と
も
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
前
掲
『
民
事
月
報
』
第
三
六
巻

二
号
一
三
頁
）
と
言
っ
て
い
る
。

国
連
国
際
法
委
員
会
の
特
別
報
告
者
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ル
ド
ヴ
ァ
は
、
重
国
籍
に
関
す
る
報
告
の
な
か
で
、

ド
の
著
作
の
中
か
ら
「
人
は
皆
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
何
人
も
同
時
に
二
国
の
構
成
員
で
は
な
い
…
」
と
い
う
一
節
を

(
1
)
 

引
き
、
こ
れ
が
単
一
国
籍
の
一
般
原
則

(
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
 principle 
o
f
 a
 single 
nationality)
を
明
瞭
に
表
明
し
て
い
る
と
し
、

一
九
二
六
年
の
日
本
の
国
際
法
学
会
の
決
議
第
一
条
「
人
は
凡
て
何
れ
か
の
国
籍
一
個
の
み
を
有
す
べ
き
も
の
と
す
」

(
E
v
e
r
y
 p
e
r
s
o
n
 p
o
s
s
e
s
s
 o
n
e
 a
n
d
 o
n
l
y
 o
n
e
 nationality) -
i
«
J
r
u
=
:
;
~

さ
、
こ
れ
が
O
Oら
か
に
単
一
国
籍
原
則
を
支
持
す
る
も
の

(

2

)

 

で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
九
二
六
年
の
わ
が
国
際
法
学
会
決
議
は
、
国
際
連
盟
の
国
際
法
典
編
纂
委
員
会
に
提
出
す
べ
く
作
成
さ
れ
た
も
の

(

3

)

 

で
、
立
案
を
担
当
し
た
山
田
三
良
は
、
「
国
籍
の
唯
一
性
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

日

い
わ
ゆ
る
国
籍
単
一
の
原
則

一
八
七
六
年
の
フ
ィ
ー
ル

(278) 12 
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「
人
は
凡
て
何
れ
か
の
国
籍
を
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
何
人
も
同
時
に
二
個
の
国
籍
を
有
す
べ
か
ら
ず
と
は
一
八
九
五
年
「
ケ
ム
ブ

リ
ッ
ヂ
」
会
期
に
於
け
る
国
際
法
学
会
の
勢
頭
に
掲
げ
た
る
二
大
原
則
に
し
て
国
籍
の
性
質
上
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
こ
と
は
何
人
も

争
は
ざ
る
所
な
り
と
す

「
国
籍
は
：
・
個
人
の
国
家
に
所
属
す
る
関
係
に
し
て
公
法
上
の
権
利
義
務
も
私
法
上
の
権
利
保
護
も
之
に
準
拠
し
て
確
定
す
る
を

以
て
例
と
す
る
が
故
に
何
人
も
同
時
に
二
個
の
国
籍
を
有
す
べ
か
ら
ざ
る
や
説
明
を
侯
た
ず
し
て
明
か
な
り
何
と
な
れ
ば
若
し
一
個

人
が
同
時
に
二
個
の
国
籍
を
有
し
両
国
に
対
し
て
忠
誓
を
喝
く
す
べ
き
も
の
と
せ
ば
到
底
臣
民
た
る
の
権
利
義
務
を
完
ふ
す
る
こ
と

を
得
ざ
る
の
み
な
ら
ず
若
し
両
国
間
に
戦
争
開
始
す
る
に
至
ら
ば
其
の
一
方
に
対
し
て
臣
民
た
る
の
義
務
を
尽
さ
ん
と
せ
ば
他
方
に

対
し
て
叛
逆
罪
た
る
を
免
れ
ざ
る
が
如
き
悲
境
に
沈
涌
せ
ざ
る
を
得
ざ
れ
ば
な
り

「
之
を
要
す
る
に
国
籍
は
国
内
法
上
に
於
て
も
国
際
法
上
に
於
て
も
其
の
性
質
上
唯
一
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
従
っ
て
…
国
際
法
学

会
の
決
議
の
如
く
之
を
二
個
の
原
則
と
す
る
よ
り
は
寧
ろ
我
が
委
員
会
案
の
如
く
之
を
一
括
し
て
「
人
は
凡
て
何
れ
か
の
国
籍
一
個

の
み
を
有
す
べ
き
も
の
」
と
す
と
の
一
ケ
条
の
原
則
に
包
容
す
る
を
以
て
一
層
適
切
な
り
と
思
考
す
」

ァ

ン

ス

チ

チ

ュ

山
田
三
良
の
引
く
一
八
九
五
年
の
国
際
法
学
会
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
会
期
の
決
議
は
、
「
討
議
す
る
に
充
分
な
る
時
日
を
有
せ
ざ
り
し
を

以
て
唯
将
来
此
問
題
を
研
究
す
る
の
基
礎
」
G

山
田
）
と
す
べ
く
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
原
則
「
何
人
も
無
国
籍
な
る
べ
か
ら

(

4

)

 

ず
」

(
N
u
l
n
e
 doit 
etre 
s
a
n
s
 
nationalite.)
は
全
く
の
議
論
な
く
採
択
さ
れ
た
。

第
二
原
則
「
何
人
も
同
時
に
二
個
の
国
籍
を
有
す
べ
か
ら
ず
」

(
N
u
l
n
e
 p
e
u
t
 avoir s
i
m
u
l
t
a
n
e
m
e
n
t
 d
e
u
x
 nationalites.) 

は
三
人
の
発
言
の
後
採
択
さ
れ
た
。
先
ず
ロ
シ
ア
外
務
省
の

D
e
M
a
r
t
e
n
s
は
、
第
一
の
国
籍
を
消
し
去
れ
な
い
人
が
情
況
に
よ
り

第
二
の
国
籍
を
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ
る
と
き
に
こ
の
場
合
が
時
に
不
可
避
的
に
生
じ
る
こ
と
を
認
め
、
た
と
え
ば
国
際
法
学
会
の
元
正

会
員

Bluntschli
氏
が
同
時
に
ス
イ
ス
人
で
あ
り
バ
ー
デ
ン
人
で
あ
っ
た
、
と
発
言
し
、
次
い
で
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
の

D
e
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家
の
保
護
も
国
籍
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
か
ら
、

一
人
で
二
つ
の
国
籍
を
も
ち
ま
た
は
―
つ
の
国
籍
す
ら
も
た
な
い
こ
と
は
甚

に
於
て
も
往
々
好
ま
し
く
な
い
結
果
を
生
ず
る
憬
が
あ
る
。
」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
で
あ
る
。

一
九
二
六
年
に
わ
が
国
際
法
学
会
の
決
議
第
一
条
に
つ
き

B
a
r
は
、
こ
れ
が
委
員
会
の
与
え
る
単
な
る
指
示
で
あ
っ
て
、
必
然
的
な
例
外
が
あ
り
得
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
し
て
、
S
i
r
•
D
.
M
.Wa
l
l
a
c
e
は
こ
の
問
題
に
関
心
が
あ
り
、
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
諸
点
が
あ
る
と
述
べ
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
を
例
と
し
て
挙
げ
、
数
年
前
に
は
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
市
民
で
あ
り
ア
メ
リ
カ
市
民
で
あ
り
得
た
と
し
て
、
「
こ
れ
は
若
干

(

5

)

 

の
不
都
合
を
も
た
ら
す
が
、
し
か
し
、
も
し
諸
国
が
そ
れ
に
満
足
し
て
い
れ
ば
自
由
に
委
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
以
上

こ
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
会
期
決
議
の
第
一
原
則
と
第
二
原
則
に
つ
い
て
は
、

自
画
自
讃
し
た
山
田
三
良
も
、

一
九
三

0
年
の
著
作
に
お
い
て
は
、
「
二
大
原
則
」
と
と
ら
え
、
第
二
の
原
則
は
「
説
明
を
要
せ
ず
し

て
明
か
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
国
籍
は
個
人
の
国
家
に
対
す
る
絶
対
的
服
従
関
係
で
あ
る
以
上
は
二
個
の
国
籍
を
有
す
る
個
人
は
同
時

に
ニ
ケ
国
に
対
し
て
臣
民
た
る
の
義
務
を
完
ふ
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
若
し
此
の
両
国
が
開
戦
す
る
に
至
っ
た
な
ら
ば
一

方
の
為
に
忠
実
な
る
臣
民
と
な
ら
ん
と
す
れ
ば
他
方
に
対
し
て
叛
逆
者
た
る
こ
と
を
免
れ
ざ
る
が
如
き
矛
盾
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
か

(

6

)

 

ら
で
あ
る
。
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
寅
方
正
雄
も
、
「
国
籍
唯
一
の
原
則
を
以
て
国
籍
の
根
本
原
理
と
為
す
べ
き
こ
と
は
、
既
に
学
者
に

依
っ
て
熱
心
に
主
張
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
」
と
し
て

Neballos
の
著
書
を
例
示
し
、
国
際
学
会
の
活
動
と
し
て
、
こ
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ

(

7

)

 

ジ
会
期
決
議
の
二
つ
の
原
則
を
「
二
大
原
則
」
と
理
解
し
て
お
り
、
国
籍
唯
一
の
原
則
の
必
要
な
理
由
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
国
籍
は
・
・
・
国
家
構
成
員
た
る
身
分
と
し
て
、
公
法
上
の
権
利
義
務
は
固
よ
り
私
法
上
の
権
利
保
護
も
之
を
準
拠
と
し
て
確
定
せ
ら
る

る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
重
国
籍
者
及
び
無
国
籍
者
が
完
全
な
る
生
活
を
営
み
得
ざ
る
は
極
め
て
明
瞭
の
事
理
で
あ
り
、
更
に
国
際
関
係

戦
後
、
江
川
英
文
は
賓
方
正
雄
と
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
を
し
て
い
る
。
「
人
の
公
法
上
の
権
利
義
務
は
も
と
よ
り
、
私
人
に
対
す
る
国

(280) 14 
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利
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
不
都
合
な
結
果
を
齋
ら
す
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
人
は
必
ず
一
個
の
国
籍
を
も
ち
か
つ
唯
一
の
国
籍
の
み
を
も
つ
べ
き
こ
と
が
要

(
8
)
 

請
さ
れ
る
（
国
籍
唯
一
の
原
則
）
。
こ
れ
は
国
籍
立
法
の
理
想
」
で
あ
る
。
ま
た
平
賀
健
太
も
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
会
期
決
議
の
「
二
つ

の
原
則
、
あ
る
い
は
こ
の
両
者
を
統
一
し
た
国
籍
唯
一
の
原
則
な
る
も
の
が
古
く
か
ら
学
者
に
よ
っ
て
と
な
え
ら
れ
、
国
籍
の
消
極
的

(

9

)

 

及
び
積
極
的
抵
触
を
防
止
す
る
こ
と
は
各
国
国
籍
立
法
の
理
想
た
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
」
と
い
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

少
な
く
と
も
、
江
川
英
文
、
平
賀
健
太
の
い
う
国
籍
唯
一
の
原
則
は
、
山
田
三
良
の
解
説
し
た
一
九
二
六
年
の
わ
が
国
際
法
学
会
決
議

の
第
一
条
「
人
は
凡
て
何
れ
か
の
国
籍
一
個
の
み
を
有
す
べ
き
も
の
と
す
」
を
指
し
て
い
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

コ
ル
ド
ヴ
ァ
の
単
一
国
籍
の
原
則
な
り
、
山
田
三
良
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
重
国
籍
者
の
場
合
国
家
か
ら
の
要
請
が
衝
突

し
、
国
家
へ
の
義
務
を
果
せ
な
い
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
。
特
に
両
大
戦
間
の
山
田
三
良
の
説
は
極
め
て
国
家
主
権
中
心
的
な
色

彩
が
強
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
江
川
英
文
等
の
純
粋
法
律
的
な
議
論
の
建
て
方
と
非
常
に
異
り
、
わ
が
国
で
言
わ
れ
て
い
た
国

籍
唯
一
の
原
則
に
は
こ
う
し
た
色
彩
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
純
粋
法
律
論
と
思
え
る
装
い
を
と
っ
て
は
い
て
も
こ
う
し
た
色
彩
が
隠
さ

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
歴
史
的
に
み
て
も
、
国
籍
の
消
極
的
抵
触
つ
ま
り
無
国
籍
の

解
消
に
つ
い
て
は
個
人
の
人
権
へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
重
ね
合
せ
れ
ば
、
重
国
籍
の
場
合
兵
役
義
務
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
国
家

へ
の
忠
誠
義
務
が
国
家
の
側
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
国
籍
唯
一
の
原
則
は
、
こ
の
国

家
へ
の
忠
誠
義
務
の
衝
突
を
避
け
る
こ
と
を
最
大
の
目
的
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人
の
側
か
ら
は
国
籍
を
も
つ
権

(
1
)
A
/
C
N
.
 4

一83
(
R
e
p
o
r
t
 o
n
 m
u
l
t
i
p
l
e
 
nationality 
b
y
 R
o
b
e
r
t
o
 
C
6
r
d
o
v
a
,
 
Special 
R
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
 
in 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 
o
f
 the 

International L
a
w
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 1
9
5
4
 
Vol. 
Il, 
p. 
4
8
.
 

(
2
)
I
b
i
d
.
、

p.
4
9
.
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世
界
人
権
宣
言

し
い
ま
ま
に
、
そ
の
国
籍
を
奪
わ
れ
、
又
は
そ
の
国
籍
を
変
更
す
る
権
利
を
否
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
第
一
五
条
に
お
い
て
宣

言
し
、
国
籍
を
も
つ
権
利
が
人
権
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
世
界
人
権
宣
言
第
一
五
条
に
お
い
て

r
i
g
h
t
t
o
 a
 n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 

（
国
籍
を
も
つ
権
利
）
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
。

世
界
人
権
宣
言
は
、
周
知
の
と
お
り
、
人
権
委
員
会
第
一
会
期
（
一
九
四
七
年
一
月
二
十
七
日
ー
ニ
月
十
日
）
の
決
定
に
沿
い
、
起

(

1

)

 

草
委
員
会
第
一
会
期
（
同
年
六
月
九
日
ー
六
月
二
十
五
日
）
が
審
議
に
あ
た
り
、
同
委
員
会
は
暫
定
的
な
作
業
部
会
（
英
・
仏
・
レ
バ

ノ
ン
お
よ
び
同
委
議
長
米
国
の
各
代
表
よ
り
構
成
）
を
設
置
し
、
同
作
業
部
会
は
「
一
人
の
人
物
が
起
草
に
あ
た
れ
ば
よ
り
大
き
な
統

一
性
を
も
つ
だ
ろ
う
」
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
上
に
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
ル
ネ
・
カ
ッ
サ
ン
が
そ
の
名
誉
を
う
け
る
こ
と
に
よ
り
具
体

的
に
最
初
の
形
を
と
る
こ
と
と
な
り
、
事
務
局
案
を
基
礎
に
カ
ッ
サ
ン
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
事
実
上
こ
れ
が
作
業
部
会
案
と

(

3

)

 

な
り
、
そ
の
土
台
の
上
に
起
草
委
員
会
案
が
で
き
あ
が
り
、
人
権
委
員
会
第
二
会
期
（
同
年
十
二
月
二
日
—
十
七
日
）
は
こ
れ
を
も
と

（ゴ
(

3

)

 

(

4

)

 

(

5

)

 

(

6

)

 

(

7

)

 

(

8

)

 

(

9

)

 

山
田
三
良
「
国
際
法
上
国
籍
の
得
喪
に
関
す
る
原
則
」
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
二
五
巻
五
号
九
—
―
二
頁
。

Institut 
d
e
 Droit 
International, 
A
n
n
u
a
i
r
e
 1
8
9
5
-
9
6
 
(Session 
d
e
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
)
,
 p
.
 
1
9
8
.
 

I
b
i
d
.
、
p
p
.
1
9
8ー

1
9
9
.

山
田
三
良
『
国
際
私
法
』
（
現
代
法
学
全
集
第
三
二
巻
）
（
日
本
評
論
社
、
昭
五
年
）
四
八
頁
。

寅
方
正
雄
『
国
籍
法
』
（
日
本
評
論
社
、
昭
一
三
年
）
ニ
ー
三
頁
。

江
川
英
文
『
国
際
私
法
』
（
有
斐
閣
全
書
）
（
有
斐
閣
、
昭
二
五
年
初
版
、
昭
三
二
年
改
訂
）
八
三
頁
。

平
賀
健
太
『
国
籍
法
』
上
（
帝
国
判
例
法
規
出
版
社
、
昭
二
五
年
）
一

0
一頁。

人
権
と
し
て
の
国
籍一

九
四
八
年
の
世
界
人
権
宣
言
は
、
「
1

何
人
も
、
国
籍
を
も
つ
権
利
を
有
す
る
。

2

何
人
も
、
ほ

(282) 16 
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に
成
案
（
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
テ
キ
ス
ト
）
を
得
て
、
各
国
政
府
に
送
付
し
、
起
草
委
員
会
第
二
会
期
開
催
の
一
カ
月
前
一
九
四

(

4

)

 

八
年
四
月
三
日
を
締
切
日
と
し
て
コ
メ
ン
ト
を
求
め
、
起
草
委
員
会
第
二
会
期
終
了
後
、
中
二
日
を
お
い
て
開
催
さ
れ
た
人
権
委
員
会

第
三
会
期
（
一
九
四
八
年
五
月
二
十
四
日
ー
六
月
十
八
日
）
で
逐
条
審
議
を
行
い
、
賛
成
十
二
、
反
対
〇
、
棄
権
四
で
最
終
草
案
を
採

(

5

)

 

択
し
た
。
国
籍
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

事
務
局
案
第
三
十
二
条
「
何
人
も
、
国
籍
を
も
つ
権
利
を
有
す
る
。

何
人
も
、
成
年
に
達
し
て
血
統
に
よ
り
自
己
に
開
か
れ
て
い
る
国
籍
の
選
択
を
宣
言
す
る
場
合
の
ほ
か
、
お
よ
び
宜
言
を
す
る
ま
で

何
人
も
、
罰
と
し
て
国
籍
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
新
し
い
国
籍
を
同
時
に
取
得
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
他
の
い
か
な

(
6
)
 

何
人
も
、
他
国
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
生
来
国
籍
ま
た
は
伝
来
国
籍
を
放
棄
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」

カ
ッ
サ
ン
案
第
七
章
（
国
籍
お
よ
び
外
国
人
保
護
）
第
三
十
二
条
「
何
人
も
、
国
籍
を
も
つ
権
利
を
有
す
る
。

(
7
)
 

国
際
連
合
は
、
加
盟
国
と
と
も
に
、
人
間
の
権
利
と
人
間
社
会
の
利
益
と
に
反
す
る
無
国
籍
を
防
止
す
る
義
務
を
有
す
る
。
」

作
業
部
会
案
第
十
八
条
「
何
人
も
、
国
籍
を
も
つ
権
利
を
有
す
る
。
」
（
コ
メ
ン
ト
る
国
際
連
合
は
現
在
国
籍
を
も
っ
て
い
な
い
人
々

に
対
す
る
何
ら
か
の
責
任
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
り
、
本
条
の
原
則
が
諸
国
間
の
協
力
に
よ
っ
て
現
実
の
も
の
と
な
る
よ
う
一
ま
た

(

8

)

 

は
二
以
上
の
条
約
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
。
）

起
草
委
員
会
第
一
会
期
案
第
十
八
条
「
何
人
も
、
国
籍
を
も
つ
権
利
を
有
す
る
。
」
（
起
草
委
員
会
は
、
本
条
が
一
っ
の
条
約
の
主
題

(

9

)

 

と
し
て
よ
り
詳
細
に
審
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
表
明
し
た
。
）

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
テ
キ
ス
ト
第
十
五
条
「
何
人
も
、
国
籍
を
も
つ
権
利
を
有
す
る
。

る
方
法
で
も
国
籍
を
喪
失
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

は
、
自
己
が
生
ま
れ
た
国
の
国
籍
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
。

17 (283) 
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あ
る
。

で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

い
ず
れ
の
政
府
の
保
護
も
享
有
し
て
い
な
い
す
べ
て
の
人
は
国
際
連
合
の
保
護
の
下
に
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
保
護
は
犯
罪

(
1
0
)
 

者
ま
た
は
国
際
連
合
の
原
則
と
目
的
に
反
す
る
行
為
者
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。
」

起
草
委
員
会
第
二
会
期
案
第
十
五
条
「
何
人
も
、
国
籍
を
も
つ
権
利
を
有
す
る
。
」
（
註
、
ソ
連
代
表
は
第
十
五
条
第
一
文
の
後
に
次

(
1
1
)
 

の
テ
キ
ス
ト
の
付
加
を
提
案
し
た
。
「
人
か
ら
国
籍
を
奪
う
場
合
と
手
続
と
は
国
内
立
法
に
よ
っ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
）

最
終
草
案
第
十
五
条
「
何
人
も
、
ほ
し
い
ま
ま
に
、
そ
の
国
籍
を
奪
わ
れ
、
又
は
そ
の
国
籍
を
変
更
す
る
権
利
を
否
認
さ
れ
る
こ
と

(
1
2
)
 

は
な
い
。
」

さ
て
、
人
権
委
員
会
草
案
が
確
定
す
る
ま
で
の
以
上
の
起
草
上
の
ゆ
れ
は
実
に
興
味
深
い
。
争
点
の
―
つ
は
、
ル
ネ
・
カ
ッ
サ
ン
が

強
調
し
た
無
国
籍
者
問
題
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
国
際
連
合
の
財
政
等
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ

「
国
籍
を
も
つ
権
利

(
t
h
e
r
i
g
h
t
 t
o
 a
 nationality)
」
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
国
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
る
無
国
籍
者
に
国
籍
を

付
与
す
る
何
ら
か
の
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
、
と
か
、
結
果
的
に
無
国
籍
者
と
す
る
よ
う
に
な
る
国
籍
剥
奪
を
し

な
い
義
務
が
あ
る
こ
と
さ
え
意
味
し
は
し
な
い
か
、
等
々
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
結
果
、
最
終
草
案
に
落
ち
着
い
た
の
で

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
審
議
し
た
国
際
連
合
第
三
回
総
会
第
三
委
員
会
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
代
表
カ
ッ
サ
ン
が
再
び
こ
の
問
題

に
火
を
つ
け
た
。
彼
は
「
す
べ
て
の
人
間
は
国
籍
を
も
つ
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
文
言
を
本
条
冒
頭
に
挿
入
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
、

(
1
3
)
 

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

国
際
連
合
は
そ
れ
自
体
国
籍
の
原
則

(le
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
la 
nationalite)

の
上
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
で
、
数
十
万
人
も
の

無
国
籍
者
の
存
在
を
受
容
で
き
な
い
。
国
際
連
合
は
国
家
に
代
る
権
利
を
有
さ
な
い
の
で
、
無
国
籍
を
防
止
す
る
た
め
国
家
に
働
き
か
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け
、
無
国
籍
者
の
運
命
を
気
遣
う
の
は
そ
の
義
務
で
あ
る
。
そ
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
代
表
団
は
こ
の
趣
旨
の
一
項
の
追
加
も
同
様
に
提
案

す
る
。
経
済
社
会
理
事
会
は
す
で
に
無
国
籍
問
題
を
研
究
し
て
い
る
の
で
、
無
国
籍
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
国
際
連
合
の
義
務
で
あ

る
こ
と
を
宣
言
に
よ
っ
て
宜
明
す
れ
ば
、
同
理
事
会
の
仕
事
を
大
い
に
奨
励
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ル
ネ
・
カ
ッ
サ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
、
国
籍
を
も
つ
権
利
の
問
題
と
、
国
際
連
合
の
無
国
籍
問
題
へ
の
関
与
と
い
う
二
つ
の
問
題
を

提
起
し
た
が
、
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
イ
ギ
リ
ス
等
が
こ
ぞ
っ
て
反
対
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
籍

を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
は
、

レ
バ
ノ
ン
代
表
や
ウ
ル
グ
ア
イ
代
表
ヒ
メ
ネ
ス
11
デ
11
ア
レ
チ
ャ
ガ
は
、
本
条
が
現
に
国
籍
を
有
す
る
者

の
権
利
を
保
護
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
無
国
籍
者
が
あ
り
、
す
べ
て
の
者
に
権
利
を
保
障
す
る
方
式
が
望
ま
し
い
、
と
し
て
、

(
1
4
)
 

ン
ス
と
同
様
の
修
正
案
を
提
案
し
た
。

国
籍
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
代
表
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
夫
人
は
、
人
権
委
員
会
で
す
で
に
議
論
し
、
こ
の
権
利
を
い
か
に

し
て
実
現
す
る
か
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ボ
リ
ビ
ア
代
表
同
様
に
、
こ
の
権
利
が
不
可
譲
の
も
の

フ
ラ

え
た
い
が
、
そ
の
態
度
は
あ
ま
り
現
実
的
と
は
思
わ
れ
な
い
と
述
べ
、
し
か
し
、
多
数
が
賛
成
で
あ
れ
ば
米
国
は
反
対
し
な
い
、
と
し

た
。
イ
ギ
リ
ス
代
表
コ
ー
ベ
ッ
ト
夫
人
も
、
人
権
委
員
会
が
国
籍
を
も
つ
権
利
を
不
可
譲
の
権
利

(
a
n
inalienable 
right)

と
述

べ
な
い
決
定
を
し
た
の
は
賢
明
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
な
が
ら
も
、
多
数
が
贅
成
す
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は
反
対
し
な
い
、
と
し
た
。
ソ
ビ
エ

ト
代
表
。
ハ
ブ
ロ
フ
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
レ
バ
ノ
ン
・
ウ
ル
グ
ア
イ
修
正
案
が
余
計
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。

国
籍
を
も
つ
権
利
を
挿
入
す
る
修
正
案
に
対
す
る
反
対
は
、

レ
バ
ノ
ン
代
表
が
ま
と
め
る
よ
う
に
、
実
施
の
保
障
が
な
い
、
と
い
う

点
に
あ
っ
た
が
、
宣
言
で
は
原
則
を
述
べ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
り
、
贅
成
が
多
数
を
占
め
た
。
議
論
の
終
り
に
、
ル
ネ
・
カ
ッ
サ
ン

は
、
「
な
る
ほ
ど
第
三
委
員
会
の
委
員
は
政
府
代
表
で
は
あ
る
が
、
普
遍
的
内
容
の
宜
言
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
す
べ
て
の
人
の
福

(
1
5
)
 

祉

(le
b
i
e
n
 
d
e
 t
o
u
s
)

を
求
め
る
議
会
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
訴
え
た
。

(inalienable)
と
考
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(
1
6
)
 

こ
う
し
て
、
修
正
案
は
、
翌
日
、
賛
成
二
十
一
、
反
対
九
、
棄
権
六
で
採
択
さ
れ
た
。

国
際
人
権
規
約

国
際
人
権
規
約
は
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
自
由
権
規
約
）
第
二
十
四
条
が
児

童
の
権
利
を
定
め
、
そ
の
三
項
に
「
す
べ
て
の
児
童
は
、
国
籍
を
取
得
す
る
権
利

(
t
h
e
r
i
g
h
t
 t
o
 a
c
q
u
i
r
e
 a
 na
t
i
o
n
a
l
i
t
y
)
を
有
す

る
。
」
と
規
定
す
る
。
な
お
、
二
項
で
は
「
す
べ
て
の
児
童
は
、
出
生
の
後
直
ち
に
登
録
さ
れ
、
か
つ
、
氏
名
を
有
す
る
。
」
と
定
め
た
。

(
1
7
)
 

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
文
は
、
人
権
委
員
会
の
自
由
権
規
約
草
案
に
は
な
く
、
第
十
六
回
総
会
第
三
委
員
会
に
お
い
て
は
じ
め
て

(
1
8
)
 

ボ
ー
ラ
ン
ド
代
表
が
独
立
し
た
条
文
の
必
要
を
提
案
し
た
。
本
格
的
な
討
論
は
、
翌
一
九
六
三
年
の
第
十
七
回
総
会
か
ら
始
っ
た
。
ポ

(19) 

ー
ラ
ン
ド
案
第
四
項
は
「
児
童
は
誕
生
の
時
か
ら
名
前
と
国
籍
を
も
つ
権
利
が
あ
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
お
り
、
児
童
の
権
利
に
関

す
る
独
立
条
文
が
必
要
な
理
由
と
し
て
は
、
自
由
権
規
約
に
は
社
会
権
規
約
に
比
し
青
少
年
に
関
す
る
条
文
が
少
く
な
い
こ
と
を
あ

げ
、
特
に
第
四
項
に
つ
い
て
は
、
無
国
籍
者
の
子
や
非
嫡
出
子
に
も
国
籍
と
名
前
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
児
童
の
国

籍
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
は
、
児
童
の
無
国
籍
の
防
止
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
合
意
が
あ
り
、
多

く
の
代
表
が
そ
の
意
味
の
規
定
の
挿
入
に
賛
成
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
他
方
で
は
、
国
籍
を
も
つ
権
利
が
世
界
人
権
宣
言
に
含
ま
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
の
複
雑
さ
故
に
国
際
人
権
規
約
草
案
の
中
に
同
様
の
規
定
が
置
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
無
国
籍
と
い

う
極
め
て
難
し
い
問
題
の
解
決
の
試
み
が
い
く
つ
か
の
国
際
文
書
、
と
く
に
一
九
六
一
年
の
無
国
籍
の
減
少
に
関
す
る
条
約
の
中
で
行

(
2
1
)
 

な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
結
局
、
児
童
の
権
利
に
関
し
て
は
問
題
が
多
く
、
人
権
委
員
会
に
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

人
権
委
員
会
は
第
十
九
会
期
で
審
議
し
総
会
に
報
告
し
た
。
児
童
の
国
籍
を
も
つ
権
利
に
つ
い
て
は
自
由
権
規
約
の
範
囲
に
入
る
こ

(
2
2
)
 

と
に
つ
き
一
般
的
に
合
意
さ
れ
た
。

ン
ド
、
ア
ラ
ブ
連
合
、

一
九
六
三
年
の
第
十
八
回
総
会
第
三
委
員
会
で
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ラ
ン
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
パ
ナ
マ
、
ボ
ー
ラ

(
2
3
)
 

ユ
ー
ゴ
の
八
カ
国
が
新
条
文
を
提
案
し
、
審
議
が
行
な
わ
れ
た
。
児
童
の
国
籍
問
題
に
つ
い
て
は
、
児
童
の
無
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(

1

)

 

(

2

)

 

(

3

)

 

(

4

)

 

(

5

)

 

(

6

)

 

(

7

)

 

(

8

)

 

籍
の
除
去
と
い
う
よ
り
将
来
の
無
国
籍
の
発
生
の
防
止
を
主
眼
と
し
、
生
来
の
無
国
籍
の
発
生
を
生
地
主
義
に
よ
っ
て
防
止
す
る
と
い

(
2
7
)
 

う
原
則
を
採
用
し
た
。

一
九
八
二
年
七
月
一
日
現
在
の
当
事
国
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
コ
ス
タ
・
リ
カ
、

デ
ン
マ
ー
ク
、
西
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
エ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
の
十
力
国
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
将
来
に
向
っ
て
は
、
人
は
少
な
く
と
も
―
つ
の
国
籍
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
が
諸
国
に
受
け
入
れ

(
2
8
)
 

ら
れ
て
き
て
、
今
日
で
は
、
人
権
と
し
て
の
国
籍
と
い
う
考
え
方
が
定
着
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

起
草
委
員
会
第
一
会
期
報
告
書
は
、

E
/
C
N
.
4/21 
(1 
J
u
l
y
 
1
9
4
7
)
。

E
/
C
N
.
 4/21, 
p
a
r
a
s
.
 
1
3
-
1
4
.
 

Ibid., 
p
a
r
a
.
 
17. 

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 o
n
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 R
e
p
o
r
t
 o
n
 t
h
e
 S
e
c
o
n
d
 S
e
s
s
i
o
n
,
 
2ー

1
7
D
e
c
e
m
b
e
r
 1947, 
E
/
6
0
0
,
 
p
a
r
a
.
 
13. 

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 o
n
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 R
e
p
o
r
t
 o
n
 t
h
e
 T
h
i
r
d
 S
e
s
s
i
o
n
 2
4
 M
a
yー

1
8
J
u
n
e
 1948, 
E
/
8
0
0
,
 
p
a
r
a
.
 
13. 

E
/
C
N
.
 4/21. 
A
n
n
e
x
 A
,
 p. 
19. 

Ibid.

A`
n
n
e
x
 D
,
 p. 
62. 

R
e
p
o
r
t
 of 
t
h
e
 W
o
r
k
i
n
g
 G
r
o
u
p
 o
n
 t
h
e
 D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 of 
H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 E
/
C
N
.
 4

ー57
(
1
0
)
 
D
e
c
e
m
b
e
r
 1
9
4
7
)
,
 
p. 
10. 

な
お
、
無
国
籍
の
減
少
に
関
す
る
条
約
は
、

国
籍
を
除
去
す
る
等
か
ら
賛
成
の
国
の
ほ
か
、
こ
れ
が
児
童
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
や
、
事
情
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
自
国

領
域
内
で
生
ま
れ
た
す
べ
て
の
児
童
に
国
籍
を
与
え
る
べ
き
無
制
限
な
義
務
を
負
う
こ
と
は
で
き
な
い
等
の
反
対
が
あ
っ
r

足
。
日
本
は

賛
成
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
等
若
干
の
国
は
、
無
国
籍
の
減
少
に
関
す
る
条
約
が
発
効
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

国
籍
付
与
義
務
を
課
す
こ
と
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
賛
成
五
十
一
、
反
対
四
、
棄
権
十
六
で
採
択
さ
れ
、
条
文
全
体
は
賛
成

(
2
6
)
 

五
十
七
、
反
対
〇
、
棄
権
十
四
で
採
択
さ
れ
た
。

一
九
五
九
年
お
よ
び
一
九
六
一
年
の
二
回
に
わ
た
る
会
議
で
採
択
さ
れ
、
現
在
の
無
国

一
般
的
に
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ぐ
譴
に
ti位
謁
サ
る
湮
乗
磁
米
「
悩
e
囲
濫
・
難
囲
埠
」
田
匡
巡
l
来
赳
恕
臨
国
的
蓮
択
薇
『
囲
抵
到
如
e
志
瞑
』
探
111
覇
拡
器
媒
翌
＇
苦
回
l

母’
怜笹ぞ゚

（宮）
兵
冷
囲
e
囲
造
悉
C
洛
出
如
翌
⇒
俎
l
兵
坦
兵
母
e
祁
ギ
樹
哀
鋸
型
潔
濫
吐
’
踪
兵
潔
旦
将
今
ヤ
％
e
ザ
臼
峠
赳
全
心
゜
「
-
罪
憾
囲
吐
'



国籍単一の原則に対する疑問

か
。
先
ず
こ
れ
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

女
性
に
対
し
、
国
籍
を
取
得
し
、
変
更
し
又
は
保
持
す
る
男
性
と
同
等
の
権
利
を
与
え
る
。
当
事
国
は
、
特
に
外
国
人
と
の
婚
姻
又
は
婚
姻
中

の
夫
の
国
籍
の
変
更
が
、
自
動
的
に
妻
の
国
籍
を
変
更
し
、
妻
を
無
国
籍
に
し
又
は
夫
の
国
籍
を
妻
に
強
制
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
を
確

保
す
る
。

2

当
事
国
は
、
女
性
に
対
し
、
子
の
国
籍
に
関
し
て
男
性
と
同
等
の
権
利
を
与
え
る
。
」

本
条
一
項
は
女
性
差
別
撤
廃
宜
言
第
五
条
に
す
で
に
ほ
ぼ
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
項
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
案
第
六
条
三
項
に
「
子
供

に
対
し
自
己
の
国
籍
を
継
承
さ
せ
る
男
性
と
同
等
の
権
利

(
e
q
u
a
l

r
i
g
h
t
s
 
a
s
 
m
e
n
 
to 
t
r
a
n
s
m
i
t
 
their 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 
to 
their 

c
h
i
l
d
r
e
n
)
 
(
E
/
C
N
.
 6

一573
A
n
n
e
x
 I
)

か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
す
で
に
人
が
国
籍
を
も
つ
権
利
を
前
提
し
、
と
く
に
男
女
平
等

の
貫
徹
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

重
国
籍
の
問
題
点

国
内
・
国
際
の
社
会
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
個
人
の
側
か
ら
の
要
請
は
、
国
籍
を
少
な
く
と
も
―
つ
は
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
よ
り

積
極
的
に
、
国
籍
を
少
な
く
と
も
ー
つ
を
も
つ
権
利
が
人
に
は
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
、
言
え
る
。
し
か

し
、
国
籍
を
一
っ
し
か
も
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
要
請
は
、
人
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
国
家
の
側
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
国
家
主
権
中
心
の
考
え
や
国
家
主
義
的
考
え
は
と
ら
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
、

問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
こ
の
点
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
は
、
や
は
り
、
重
要
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
公
益
的
見
地
か
ら
重
国
籍
に

従
来
、
重
国
籍
の
不
都
合
さ
を
語
る
と
き
に
は
、
兵
役
義
務
と
外
交
的
保
護
に
関
連
し
て
特
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
し
、
現
在
も
、
多

く
は
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
も
こ
れ
ら
を
取
り
あ
げ
る
が
、
し
か
し
、
今
日
で
は
、
従
来
に
も
ま
し
て
国
際
機
構
の
役
割
が

高
ま
り
、
加
盟
国
出
身
の
国
際
公
務
員
も
重
視
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
国
際
公
務
員
の
重
国
籍
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の

23 (289) 
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国
際
司
法
裁
判
所
は
十
五
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

い
ず
れ
の
二
人
も
同
一
国
の
国
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
「
ニ

以
上
の
国
の
国
民
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
者
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
私
権
及
び
公
権

(
c
i
o
i
-
a
n
d

political 
rights
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
）
を
通
常
行
使
す
る
国
の
＿
国
民
と
み
な
す
」
（
饂
疇
馴
窒
紐
土
卿
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
国
連
国
際
法
委
員
会
で
は
、
「
委
員
候
補
者
は
、
重
国
籍
の
場
合
に
は
、
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
を
通
常
行
使
す
る
国
の
国

民
と
み
な
す
」
（
鱈
”
苫
鰭
謬
規
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
実
効
的
国
籍
の
原
則

(
t
h
e

p
r
i
n
c
i
p
l
e
 
o
f
 

"
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 "
)
を
茸
牛
準
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
実
効
的
国
籍
原
則
に
つ
い
て
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
み
な
し
得
る
の
は
後
述
の
一
九
―
二
年
の
カ
ネ
ヴ
ァ
ロ

(

1

)

ア

ン

ス

チ

チ

ュ

(
C
a
n
e
v
a
r
o
)
事
件
で
あ
る
が
、
同
仲
裁
裁
判
の
裁
判
長
を
勤
め
た
ル
イ
・
ル
ノ
ー
は
、
一
八
八
八
年
に
万
国
国
際
法
学
会
が
こ
の
原

則
を
採
用
す
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
国
際
法
の
法
典
化
に
大
き
な
寄
与
を
し
て
き
た
民
間
団
体
で
あ
る
万
国
国
際
法
学

会
で
は
、

い
ず
れ
の
一
国
の
国
民
も
総
会
員
数
の
六
分
の
一
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
当
時
、
四
十
人
の
正
会
員
と
準
会
員

(
m
e
m
b
r
e
s
 e
t
 a
s
s
o
c
i
e
s
)

で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
会
員
が
す
で
に
六
人
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
ド
イ
ツ
国
籍
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
籍

を
も
つ
シ
ュ
テ
ル
ク
博
士
が
会
員
候
補
と
な
っ
た
た
め
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
パ
リ
大
学
教
授
ル
ノ
ー
が
同
問
題
検
討
小

委
員
会
に
か
わ
っ
て
実
効
的
国
籍
を
基
準
と
す
る
こ
と
、
同
基
準
に
よ
れ
ば
シ
ュ
テ
ル
ク
博
士
が
ド
イ
ツ
国
民
で
あ
る
こ
と
を
提
案

(

2

)

 

し
、
こ
の
結
論
が
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

(
1
)
A序
aire
C
a
n
e
v
a
r
o
;
 U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
 R
e
p
o
r
t
s
 o
f
 International 
Arbitral 
A
w
a
r
d
s
 
(hereinafter 
cited 
as 
R
I
A
A
)
,
 

vol. 
11, 
p
p
.
 3
9
7
-
4
1
0
.
 

(
2
)
I
n
s
t
i
t
u
t
 d
e
 Droit 
International, 
A
n
n
u
a
i
r
e
 1888-8~, 

p
p
.
 2
3
-
2
5
.
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国籍単一の原則に対する疑問

し
た
。
し
か
し
、
委
員
会
は
米
国
籍
を
認
め
た
。

に
お
い
て
問
題
と
な
り
得
る
。

重
国
籍
者
の
外
交
的
保
護

重
国
籍
者
は
、

い
ず
れ
か
の
国
籍
の
属
す
る
国
に
在
る
場
合
に
は
、
常
に
内
国
籍
が
外
国
籍
に
優
先
さ
せ
ら
れ
、
内
国
民
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
に
し
ろ
、
そ
こ
に
現
に
住
所
ま
た
は
常
居
所
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
内
国
民
と

し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
国
の
法
律
が
本
国
法
と
し
て
優
先
さ
れ
る
点
で
は
、
学
説
・
判
例
と
も
に
一
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

第
三
国
は
い
ず
れ
か
一
国
の
国
民
と
し
て
重
国
籍
者
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
重
国
籍
者
の
外
交
的
保
護
も
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
国
籍
国
相
互
間
、
お
よ
び
、

第
三
国
と
重
国
籍

い
ず
れ
か
の
国
籍
国
と
第
三
国
間
、

一

ま

ず

、

第

三

国

が

重

国

籍

者

の

国

籍

を

争

っ

た

事

例

と

し

て

は

、

た

と

え

ば

、

米

独

混

合

請

求

権

委

員

(

1

)

（

2
)
 

会
の
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
対
ド
イ
ツ

(
M
a
c
k
e
n
z
i
e
v. 
G
e
r
m
a
n
y
)
の
一
九
二
五
年
十
月
三
十
日
の
決
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
件
は
、
ド

イ
ツ
海
軍
に
よ
っ
て
沈
め
ら
れ
た
ル
シ
タ
ニ
ア
号
に
乗
っ
て
い
て
死
亡
し
た
メ
リ
ー
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
に
か
か
わ
る
請
求
で
あ
る
。
同

人
の
夫
ロ
バ
ー
ト
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
両
親
か
ら
米
国
で
生
ま
れ
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
で
生
活
し
、
晩
年
の
数
年
米
国
に
居
を
構
え
そ

の
地
で
死
亡
し
た
。
ド
イ
ツ
は
、
そ
こ
で
、

ロ
バ
ー
ト
が
成
年
に
達
し
た
後
も
引
き
続
き
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
カ
ナ
ダ
に
住
ん
だ
こ
と
に

よ
り
英
国
人
と
し
て
と
ど
ま
る
選
択
を
し
、
米
国
籍
を
放
棄
し
失
っ
た
こ
と
に
な
る
、
従
っ
て
、
委
員
会
に
管
轄
権
が
な
い
、
と
主
張

(
3
)
 

一
九
三
二
年
六
月
八
日
に
特
別
仲
裁
裁
判
所
が
決
定
し
た
米
11
エ
ジ
。
フ
ト
間
の
サ
ー
レ
ム
事
件
の
場
合
に
は
、

日

マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
対
ド

イ
ツ
事
件
に
触
れ
て
、
「
国
際
法
の
規
則
は
、
二
重
国
籍
の
場
合
、
自
国
民
が
事
件
に
か
か
わ
っ
て
い
る
二
つ
の
国
の
一
方
の
請
求
に
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「
国
家
は
、
自
国
民
の
一
の
た
め
に
、
同
人
が
同
時
に
そ
の
国
民
で
あ
る
国
家
に
対
し
て
、
外
交
的
保
護
権
を
行
使
す
る
こ
と
は

で
き
な
い

(
U
n

E
t
a
t
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
x
e
r
c
e
r
 
s
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
q
u
e
 
a
u
 
profit 
d
'
u
n
 

a
 l'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
'
u
n
 E
t
a
t
 d
o
n
t
 celui,ci 
est 
a
u
s
s
i
 le 
national. 
A
 St
a
t
e
 
m
a
y
 n
o
t
 a
f
f
o
r
d
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
c
 p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 

化
さ
れ
た
。

平
等
原
別

(10) 

国
籍
法
の
抵
触
に
つ
い
て
の
あ
）
第
四
条
に
お
い
て
、

る
種
の
問
題
に
関
す
る
条
約

一
九
三

0
年
の
ハ
ー
グ
条
約
(

(

4

)

 

関
し
、
第
三
国
が
他
方
の
国
の
国
籍
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
結
論
さ

れ
た
。
サ
ー
レ
ム
は
、
シ
リ
ア
か
ら
移
住
し
て
き
た
男
を
父
に
エ
ジ
。
フ
ト
で
生
ま
れ
、
米
国
に
帰
化
し
、

エ
ジ
プ
ト
の
主
張
で
は
、
サ
ー
レ
ム
は
領
事
裁
判
特
権
を
利
用
す
る
た
め
に
詐
欺
的
に
米
国
籍
を
取
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
米
国
に
は

請
求
の
提
起
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
サ
ー
レ
ム
は
ペ
ル
シ
ア
国
籍
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
例
等
か
ら
、
第
三
国
が
国
際
請
求
提
出
国
に
対
し
他
方
国
籍
を
援
用
し
て
そ
の
請
求
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

(
5
)
 

は
、
今
日
で
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

重
国
籍
国
相
互
間
の
外
交
的
保
護

こ
の
原
則
は
、

d
e
 s
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 

次
の
よ
う
に
定
式

エ
ジ
。
フ
ト
に
住
ん
で
い
た
。

さ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
重
国
籍
国
相
互
間
の
外
交
的
保
護
の
場
合
に
お
い
て
は
ど
の

よ
う
な
原
則
が
働
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
先
例
・
学
説
か
ら
は
、
相
互
間
で
は
互
い
に
外
交
的
保
護
権
を
行
使
で
き
な
い
、
と
す

(

6

)

 

る
平
等
原
則

(Principle
o
f
 e
q
u
a
l
i
t
y
)
と
、
外
交
的
保
護
を
行
い
得
る
か
ど
う
か
は
実
効
的
国
籍
原
則

(Principle
o
f
 effective 

nationality)

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
す
る
も
の
と
が
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
以
下
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
結

(

7

)

（

8
)
 

論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
後
者
の
原
則
に
依
る
の
が
一
般
的
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
最
近
で
は
、

J

ッ
テ
ボ
ー
ム
事
件

の
影
響
も
あ
っ
て
、
よ
り
強
く
、
「
実
効
的
関
連
説

(
d
o
c
t
r
i
n
e
o
f
 
effective 
link)

は
、
慣
習
法
規
則
ま
た
は
（
国
際
）
法
の
一

(

9

)

 

般
原
則
と
分
類
で
き
る
。
」
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国籍単一の原則に対する疑問

て
い
な
い
。

こ
の
条
約
は
、

t
o
 o
n
e
 o
f
 its 
nationals 
a
g
a
i
n
s
t
 a
 S
t
a
t
e
 
w
h
o
s
e
 nationality 
s
u
c
h
 p
e
r
s
o
n
 also 
possesses.)」

(
1
1
)
 

一
九
八
二
年
末
現
在
、
戦
前
か
ら
の
当
事
国
で
あ
る
ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
イ
ギ
リ
ス
、
ビ
ル
マ
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
（
第
四
条
を
留
保
）
、
モ
ナ
コ
、
オ
ラ
ン
ダ
（
第
八
、

九
、
十
条
を
除
外
）
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ボ
ー
ラ
ン
ド
、

ー
、
レ
ソ
ト
（
第
六
条
二
項
を
留
保
）
、

マ
ル
タ
（
第
六
条
二
項
、
第
十
六
条
を
留
保
）
、
モ
ー
リ
シ
ア
ス
（
第
六
条
二
項
を
留
保
）
、

パ
キ
ス
タ
ン
の
各
国
が
承
継
に
よ
り
、
そ
し
て
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
第
十
一
条
二
文
を
留
保
）
の
ほ
か
、
キ
プ
ロ
ス
、
フ
ィ
ジ

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド
が
加
入
に
よ
り
当
事
国
で
あ
る
。
日
本
は
、
第
四
条
、
十
条
（
婚
姻
(
1
2
)
 

中
の
夫
の
帰
化
と
妻
の
国
籍
）
、
第
十
三
条
（
両
親
の
帰
化
と
未
成
年
の
子
の
国
籍
）
を
留
保
し
て
署
名
し
た
が
、
当
事
国
で
は
な
い
。

署
名
の
み
で
批
准
し
て
い
な
い
国
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
等
あ
わ
せ
て
二
十
七
国
に
達
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
署
名

(
1
3
)
 

ハ
ー
グ
法
典
編
纂
会
議
の
準
備
委
員
会
は
重
国
籍
問
題
に
関
し
て
も
諸
国
の
意
見
を
徴
し
た
が
、
平
等
原
則
に
賛
成
の
国
の
う
ち
、

イ
ギ
リ
ス
は
、
関
係
国
が
自
国
領
域
で
、
当
該
重
国
籍
者
と
国
の
間
に
起
り
う
る
す
べ
て
の
問
題
に
お
い
て
自
国
国
籍
を
優
越
的
国
籍

• 

・ty)
と
み
な
す
権
利
を
有
す
る
、
と
述
べ
、
そ
こ
f

ら
平
等
原
則
を
結
論
し
、
イ
ギ
リ
ス
11
ヴ
ェ
ネ
ズ

(
t
h
e
 d
o
m
m
a
n
t
 n
a
t
1
0
n
a
h

カ

(
1
4
)

（

15) 

ェ
ラ
請
求
権
委
員
会
の
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
（
S
t
e
v
e
n
s
o
n
)
事
件
を
引
用
す
る
。
し
か
し
、

日
の
議
定
書
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
11
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
混
合
請
求
権
委
員
会
の
決
定
は
こ
の
原
則
に
つ
い
て
明
確
に
は
述
べ

イ
ギ
リ
ス
人
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
は
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
人
を
両
親
に
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
で
生
ま
れ
た
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
女
性
と
結
婚
し
（
妻

は
婚
姻
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
取
得
）
、
十
二
人
の
子
を
な
し
、
財
産
を
残
し
て
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
で
死
亡
し
た
。
子
供
た
ち
は
、
英

領
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
で
生
ま
れ
た
二
人
を
除
き
、
す
べ
て
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
で
生
ま
れ
、
十
二
人
全
員
が
そ
の
母
親
と
と
も
に
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ

さ
え
し
て
い
な
い
。

一
九
三
七
年
七
月
一
日
に
効
力
を
発
生
し
、

一
九

0
三
年
二
月
十
三
日
お
よ
び
五
月
七

27 (293) 
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す
る
損
害
が
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
死
亡
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
ず
、

ラ
に
住
居
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
事
件
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
に
か
か
わ
る
請
求
で
あ
る
が
、
国
家
に
対

ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
夫
人
お
よ
び
そ
の
子
供
た

ち
の
国
籍
は
無
関
係

(irrelevant)

で
あ
る
、
と
主
張
し
、
他
方
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
は
、
受
益
者
で
あ
る
夫
人
と
相
続
人
た
ち
が
イ

ギ
リ
ス
人
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
請
求
権
委
員
会
の
管
轄
権
が
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
全
員
の
イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
否
定
し
、
全

員
を
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
人
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
仲
裁
判
決
で
は
国
籍
が
検
討
さ
れ
、
英
領
ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
生
ま
れ
の
二
人
の
み
が
イ

ギ
リ
ス
人
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
少
な
く
と
も
検
討
過
程
か
ら
は
、
平
等
原
則
を
単
純
に
重
国
籍
国
相
互
間
で
は
互
い
に
外
交
的
保

護
を
行
使
し
え
な
い
と
い
う
意
味
の
原
則
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
単
純
な
平
等
原
則
を
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
事
件
か
ら
引
き

出
せ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
夫
人
と
残
る
十
人
の
子
供
た
ち
が
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
生
れ
の
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
に
住

所
を
有
す
る
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
人
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
効
的
国
籍
原
則
に
傾
い
て
い
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
重
国
籍
者
の
他
方
の
国
籍
国
に
対
し
て
は
外
交
的
保
護
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
国
家
慣
行
と
し
て
い
る
国
が
現
に
あ
る

(
1
6
)
 

こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
ま
た
、
国
際
判
例
に
も
、
一
九
二
八
年
の
パ
ン
ソ
ン

(
G
e
o
r
g
e
s
P
i
n
s
o
n
)
事
件
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
1
1
メ
キ

シ
コ
仲
裁
判
決
の
よ
う
に
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
「
メ
キ
シ
コ
の
主
張
は
、
国
際
法
に
お
い
て
か
な
り
一
般
的
に
承
認
さ
れ
、
ま
た
、

メ
キ
シ
コ
の
代
理
人
が
勿
論
い
か
な
る
疑
い
も
い
か
な
る
制
約
も
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
学
説
、
す
な
わ
ち
、
国
家
は
、
保
護
し
よ

う
と
す
る
国
民
が
同
時
に
、
外
交
的
保
護
権
を
行
使
す
べ
き
相
手
国
た
る
国
家
の
国
民
た
る
地
位
も
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
外
交
的

手
段
に
よ
っ
て
自
国
民
を
保
護
す
る
自
国
の
権
利
を
主
張
す
る
資
格
が
な
い
、
と
い
う
学
説
に
基
づ
い
て
」
お
り
、
場
合
を
限
れ
ば
そ

(
1
7
)
 

の
十
分
な
根
拠
も
承
認
さ
れ
る
、
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

実
効
的
国
籍
原
則

こ
の
原
則
を
典
型
的
に
示
す
の
は
、
イ
タ
リ
ア
が
カ
ネ
ヴ
ァ
ロ

(
C
a
n
e
v
a
r
o
)
三
兄
弟
ナ
ボ
レ
オ
ン
、
カ
ル

(18) 

ロ
ス
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
に
関
し
て
ペ
ル
ー
に
対
し
て
提
出
し
た
請
求
に
か
か
わ
る
一
九
―
二
年
の
カ
ネ
ヴ
ァ
ロ
事
件
で
あ
る
。
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ぎ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。

本
件
に
お
い
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
カ
ル
ロ
ス
ニ
兄
弟
の
イ
タ
リ
ア
国
籍
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
、
ペ
ル
ー
憲
法
に

よ
れ
ば
ペ
ル
ー
領
で
生
ま
れ
た
の
で
生
れ
に
よ
る
ペ
ル
ー
人
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
民
法
に
よ
れ
ば
イ
タ
リ
ア
人
の
父
か
ら
生
ま
れ
た
の

で
血
統
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
国
籍
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ペ
ル
ー
政
府
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
国
籍
を
争
っ
た
。
本
件
仲
裁
裁
判
の
裁
判

長
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
万
国
国
際
法
学
会
で
実
効
的
国
籍
を
提
唱
し
た
ル
イ
・
ル
ノ
ー
で
あ
っ
た
が
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

実
際
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
カ
ネ
ヴ
ァ
ロ
は
、
幾
度
も
繰
り
返
し
ペ
ル
ー
市
民
と
し
て
振
舞
っ
て
き
て
お
り
、
ペ
ル
ー
市
民
に
し
か
認
め

ら
れ
な
い
上
院
鏃
員
に
立
候
補
し
た
り
、
殊
に
ペ
ル
ー
政
府
お
よ
び
議
会
の
許
可
を
得
て
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
の
任
を
受
け
た
り
し
て
お

り
、
「
こ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
カ
ネ
ヴ
ァ
ロ
の
身
分
が
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
国
籍
の
見
地
か
ら
ど
の
よ
う
で
あ

り
得
る
に
し
て
も
、
ペ
ル
ー
政
府
は
、
彼
を
ペ
ル
ー
市
民
と
み
な
し
、
か
つ
、
イ
タ
リ
ア
人
請
求
者
と
し
て
の
資
格
を
拒
絶
す
る
権
利

(
1
9
)
 

を
有
す
る
。
」

こ
う
し
て
、
仲
裁
裁
判
所
は
い
わ
ゆ
る
実
効
的
国
籍
原
則
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。(20) 

第
二
次
大
戦
後
の
判
例
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
の
は
一
九
五
五
年
六
月
十
日
の
メ
ル
ジ
ェ

(
M
e
r
g
e
)
事
件
で
あ
ろ
う
。
本
件

は
一
九
四
七
年
の
対
伊
平
和
条
約
に
基
づ
き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
イ
タ
リ
ア
の
間
で
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
対
伊
平
和
条
約
第
七
十

八
条
は
、
四
項
⑧
で
、
「
イ
タ
リ
ア
国
政
府
は
、
こ
の
条
の
第
一
項
に
も
と
づ
い
て
連
合
国
民
に
返
還
さ
れ
る
財
産
を
完
全
に
良
好
な

状
態
に
回
復
す
る
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
」
と
定
め
、
同
九
項
⑥
で
、
「
こ
こ
で
い
う
『
連
合
国
民
』

(
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
 

nationals)
と
は
、
こ
の
条
約
の
発
効
の
と
き
に
連
合
国
中
の
い
ず
れ
か
の
国
の
国
民
で
あ
る
個
人
ま
た
は
連
合
国
中
の
い
ず
れ
か
の

国
の
法
令
に
も
と
づ
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る
会
社
も
し
く
は
団
体

(corporations
or 
associations)
を
い
う
。
た
だ
し
、
右
の

個
人
、
会
社
ま
た
は
団
体
が
一
九
四
三
年
九
月
三
日
す
な
わ
ち
イ
タ
リ
ア
国
と
の
休
戦
の
日
に
も
こ
の
地
位
を
有
し
て
い
た
場
合
に
か
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わ
た
る
居
所
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
外
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

一
九
五

0
年
、
メ
ル
ジ
ェ
夫
人
は
、
す
で
に
失
効
し
て
い
た

り
イ
タ
リ
ア
法
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ア
国
籍
を
取
得
し
た
。
数
年
を
同
地
で
過
し
、
夫
の
在
日
イ
タ
リ
ア
大
使
館
勤
務
に
イ
タ
リ
ア
旅
券

で
同
道
し
、

一
九
三
三
年
に
ロ
ー
マ
で
イ
タ
リ
ア
人
と
結
婚
し
、
こ
の
婚
姻
に
よ

一
九
四

0
年
東
京
の
米
国
総
領
事
館
に
米
国
民
と
し
て
登
録
し
た
。
大
戦
中
も
東
京
に
留
ま
り
、
敵
国
人
と
し
て
抑
留
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
後
、
米
軍
当
局
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
帰
還
を
拒
絶
し
夫
と
と
も
日
本
に
留
ま
る
こ
と
を
選
ん

一
九
四
六
年
、
横
浜
の
米
国
総
領
事
館
は
米
国
へ
の
旅
行
の
た
め
に
の
み
有
効
な
ア
メ
リ
カ
旅
券
を
メ
ル
ジ
ェ
夫
人
に
発
給
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
向
い
、
同
年
十
二
月
か
ら
翌
四
七
年
九
月
ま
で
そ
こ
に
留
ま
っ
た
。
旅
券
は
イ
タ
リ
ア
へ

の
旅
行
の
た
め
に
効
力
を
与
え
ら
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
イ
タ
リ
ア
領
事
館
は
メ
ル
ジ
ェ
夫
人
に
訪
問
者
と
し
て
イ
タ
リ
ア
に
入
国
す

る
査
証
を
与
え
、
彼
女
は
イ
タ
リ
ア
に
行
っ
て
そ
こ
で
以
来
夫
と
共
に
住
ん
だ
。
メ
ル
ジ
ェ
夫
人
は
イ
タ
リ
ア
到
着
と
同
時
に
ロ
ー
マ

の
米
国
大
使
館
領
事
部
に
米
国
民
と
し
て
登
録
し
た
が
、
数
日
後
そ
こ
で
宜
誓
供
述
書

(
a
n
affidavit)
を
作
成
し
、
彼
女
の
長
期
に

九
四
六
年
発
給
の
旅
券
に
か
え
て
、
新
し
い
ア
メ
リ
カ
旅
券
の
発
給
を
在
ロ
ー
マ
米
国
大
使
館
領
事
部
か
ら
受
け
た
。
彼
女
は
、
申
請

書
の
中
で
、
自
己
の
「
法
律
上
の
居
所
」
(
"
legal 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
 "
)
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
あ
り
、
将
来
米
国
に
帰
っ
て
永
住
す
る
意

(21) 

図
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。

さ
て
、
米
・
伊
調
停
委
員
会
は
、
重
国
籍
の
場
合
の
外
交
的
保
護
の
問
題
に
つ
き
、
二
つ
の
原
則
の
存
在
と
慣
行
を
認
め
、
こ
れ
ら

の
間
に
は
相
容
れ
な
い
対
立
は
な
く
、
互
い
に
相
互
的
に
補
完
す
る
、
と
い
う
見
解
を
表
明
し
、
そ
し
て
、
「
実
効
的
国
籍
が
請
求
国

の
国
籍
で
あ
る
場
合
に
は
常
に
（
平
等
）
原
則
は
実
効
的
国
籍
原
則
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国

(
2
2
)
 

籍
が
実
効
的
国
籍
で
あ
れ
ば
、
同
政
府
に
自
国
民
を
保
護
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
委
員
会
は
、
「
常
居
所
は
評
価
の
基
準

の
―
つ
で
あ
り
得
る
が
、
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
個
人
の
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
、
市
民
的
お
よ
び
家
族
的
生
活
に
お
け
る
行

だ。
メ
ル
ジ
ェ
夫
人
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
生
ま
れ
た
米
国
人
で
、
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一
九
五
五
年
六
月
十
日

メ
ル
ジ
ェ
事
件
で
打
ち
た
て

動
、
な
ら
び
に
、
二
国
の
う
ち
の
一
っ
と
の
よ
り
緊
密
か
つ
実
効
的
結
び
つ
き
も
ま
た
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
し
、
外
国
人

と
婚
姻
し
た
ア
メ
リ
カ
婦
人
の
重
国
籍
に
つ
い
て
は
、
「
家
族
が
合
衆
国
に
常
居
所
を
有
し
て
き
て
お
り
、
か
つ
、
家
族
の
長
の
利
害

お
よ
び
そ
の
恒
久
的
職
業
生
活
が
合
衆
国
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
場
合
に
合
衆
国
国
籍
が
優
越
す
る
も
の
と
す
る
」
と
判
断
し
、
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
「
（
メ
ル
ジ
ェ
夫
人
は
）
平
和
条
約
第
七
十
八
条
の
意
味
に
お
い
て
支
配
的
に
合
衆
国
国
民
で
あ
る

(
d
o
m
i
n
a
n
t
l
y
a
 

(
2
3
)
 

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
national)
と
み
な
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

(
2
4
)
 

こ
の
メ
ル
ジ
ェ
請
求
と
同
日
に
同
じ
委
員
会
で
決
定
さ
れ
た
マ
ッ
ゾ
ー
ニ
ス
請
求

(
M
a
z
z
o
n
i
s
C
l
a
i
m
)
で
同
様
の
理
由
づ
け
か
ら

「
マ
ッ
ゾ
ー
ニ
ス
夫
人
が
実
効
的
に
合
衆
国
国
民
で
あ
っ
た
と
は
み
な
し
得
な
い
と
」
判
示
さ
れ
た
ほ
か
、
ス
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

(
2
5
)

（

26) 

(
S
p
a
u
l
d
i
n
g
)
、
ザ
ン
グ
リ
リ
・
チ
ェ
ス
ト
ラ
・
。
フ
ッ
チ
ー
ニ

(Nangrilli,
Cestra, 
Puccini)
、
サ
ル
ヴ
ォ
ニ
財
産

(Salvoni

(
2
9
)

（

30)

（

31) 

(27) 

Estate)
、
ル
ス
ポ
リ

(Ruspoli)
、
ヴ
ェ
レ
ア
ー
ノ

(
V
e
r
r
e
a
n
o
)

ガ
ナ
。
ヒ
ー
ニ

(
G
a
n
a
p
i
n
i
)
、
サ
ン
チ
ア

(Santia)
、
ツ
リ

(
3
2
)

（

33)

（

34) 

(
T
u
r
r
i
)
、
デ
イ
11
チ
ッ
チ
オ

(Di
Ciccio)
、
ッ
チ
ア
ロ
ー
ネ

(
T
u
c
c
i
a
r
o
n
e
)

の
各
請
求
事
件
が
、

ら
れ
た
原
則
に
従
っ
て
、
決
定
さ
れ
た
。
メ
ル
ジ
ェ
事
件
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
づ
け
で
決
定
さ
れ
た
も
の
に

(
3
5
)
 

グ
ラ
ニ
エ
ロ
事
件

(
G
r
a
n
i
e
r
o
C
a
s
e
)
が
あ
る
。

対
伊
平
和
条
約
第
八
十
三
条
に
よ
り
同
様
に
設
け
ら
れ
た
仏
・
伊
調
停
委
員
会
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
件
の
中
で
、
イ
タ
リ

(36) 

ア
国
籍
と
フ
ラ
ン
ス
国
籍
が
問
題
と
さ
れ
た
ラ
ン
バ
ル
デ
ィ
夫
人
事
件

(Differend
D
a
m
e
 R
a
m
b
a
l
d
i
)
、
メ
ン
ギ
イ
（
旧
姓
ジ
ベ

(
3
7
)
 

イ
）
夫
人
事
件

(Differend
D
a
m
e
 M
e
n
g
 hi 
n
e
e
 G
i
b
e
y
)
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
（
旧
姓
ド
11
ボ
ン
フ
ィ
ス
11
ド
1
1

ロ
シ
ョ
ン
11
ド
11

(
3
8
)
 

ラ
ペ
イ
ル
ー
ズ
）
夫
人
事
件

(Differend
D
a
m
e
 L
o
m
b
r
o
s
o
 n
e
e
 D
e
 Bonfils 
d
e
 R
o
c
h
o
n
 d
e
 L
a
p
e
y
r
o
u
s
e
)
は
、
フ
ラ
ン

ス
国
籍
の
優
越
的
性
格

(le
c
a
r
a
c
t
e
r
e
 
prevalent)

の
革
準
と
し
て
、
居
所
や
職
業
活
動
を
考
慮
し
た
。

に
決
定
が
下
さ
れ
た
メ
ル
ジ
ェ
事
件
後
の
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
、
明
示
的
に
同
事
件
に
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
実
質
的
に
同
一
線

31 (297) 
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両
原
則
の
評
価

平
等
原
則
と
実
効
的
国
籍
原
則
の
対
立
が
、
こ
の
よ
う
に
、
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
後
者
の
原

則
に
依
る
の
が
一
般
的
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
す
で
に
我
々
は
結
論
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
も

一
九
二
九
年
の
国
家
責
任
に
関
す
る
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
草
案
は
、
第
十
六
条
で
、
被
害
者
が
過
去
ま
た
は
現
在
の
自
国
民
で
あ
る
場
合

に
は
責
任
を
負
わ
な
い
旨
を
規
定
し
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
で
、
こ
れ
は
「
二
重
国
籍
を
有
す
る
者
が
自
国
民
で
あ
る
国
家
の
一
方
は
、
同

人
に
代
わ
っ
て
、
同
人
が
国
民
で
あ
る
他
方
の
国
家
を
国
際
裁
判
所
の
前
に
お
い
て
被
告
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
十
分
に
確

(
3
9
)
 

立
し
た
規
則

(a
w
e
l
l
,
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
 
rule)
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
次
大
戦
後
も
、
国
際
司
法

裁
判
所
は
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
国
連
調
停
官
ベ
ル
ナ
ド
ッ
テ
伯
殺
害
事
件
に
か
か
わ
る
一
九
四
九
年
四
月
十
一
日
の
勧
告
的
意
見
に

(
4
0
)
 

お
い
て
、
「
一
般
的
に
従
わ
れ
て
い
る
慣
行
」
と
し
て
平
等
原
則
に
言
及
し
て
い
る
。

一
九
五
五
年
四
月
六
日
の
ノ
●
テ
ボ
ー
ム
事
件
判
決
に
お
い
て
、
ノ
ッ
テ
ボ
ー
ム
が
重
国
籍
者
で

は
な
く
単
一
の
国
籍
者
で
は
あ
っ
た
が
、
帰
化
を
認
め
た
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
外
交
的
保
護
を
行
い
得
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
の

「
国
際
仲
裁
裁
判
官
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
係
争
国
間
に
お
け
る
国
籍
の
衝
突
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
て
、
原
告
国
の
援
用
す
る

国
籍
が
被
告
国
に
対
抗
で
き
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
国
籍
が
原
告
国
に
保
護
を
行
う
資
格
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
し

(
4
1
)
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
国
際
仲
裁
裁
判
官
は
、
保
護
の
行
使
に
つ
い
て
問
題
の
生
じ
る
多
く
の
二
重
国
籍
の
場
合
を
同
じ
方
法
で
解
決
し
て
き
た
。
仲
裁

裁
判
官
は
、
実
効
的
国
籍

(nationalite
effective)
、
す
な
わ
ち
、
事
実
状
態
に
一
致
す
る
国
籍
、
当
該
個
人
と
国
籍
が
問
題
と

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

し
か
し
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、

う
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

上
に
あ
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(298) 32 
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な
っ
て
い
る
国
の
一
っ
と
の
間
に
あ
る
よ
り
強
い
事
実
の
絆

(le
lien 
d
e
 fait 
s
u
p
e
r
i
e
u
r
)

に
基
づ
く
国
籍
を
優
先
さ
せ
て
き

た
。
考
慮
さ
れ
る
要
素
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
も
場
合
に
応
じ
て
変
わ
る
、
当
該
個
人
の
住
所

(le
domicile, 
t
h
e
 
h
a
,
 

bitual 
r
e
s
i
d
e
n
c
e
)

が
そ
こ
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
が
、
彼
の
利
害
の
本
拠
、
彼
の
家
族
の
絆
、
彼
の
公
的
生
活
へ
の
参
加
、

(
4
2
)
 

彼
が
あ
る
国
に
対
し
そ
の
子
供
た
ち
に
教
え
込
ん
だ
愛
着
、
等
も
あ
る
。
」

こ
う
述
べ
た
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
傾
向
が
国
際
仲
裁
裁
判
官
に
の
み
み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
第
三
国
の
裁
判
官
に
も
み
ら
れ
る

(
4
3
)
 

し
、
ま
た
、
国
際
法
学
者
の
学
説
に
も
、
ま
た
、
慣
行
に
も
み
ら
れ
る
、
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
ノ
ッ
テ
ボ
ー
ム
判
決
の
約
ニ
カ
月
後
、
同
年
六
月
十
日
の
メ
ル
ジ
ェ
事
件
の
決
定
の
な
か
で
、
委
員
会
は
、

ノ
ッ
テ
ボ
ー
ム
判

決
に
も
触
れ
つ
つ
、
「
二
重
国
籍
の
場
合
に
外
交
的
保
護
を
排
除
す
る
、
国
家
の
主
権
平
等
に
基
礎
を
置
く
原
則
は
、
実
効
的
国
籍
が

(
4
4
)
 

請
求
国
の
国
籍
で
あ
る
と
き
は
常
に
実
効
的
国
籍
原
則
の
前
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
秀
れ
た
報
告
書
を
万
国
国
際
法
学
会
に
提
出
し
た
ブ
リ
ッ
グ
ス

(
H
e
r
b
e
r
t

W. B
r
i
g
g
s
)
 

は
、
「
国
際
請
求
の
国
家
的
性
格
に
関
す
る
決
議
案
」
第
四
条
一
項
と
し
て
「
同
時
に
請
求
国
と
被
請
求
国
の
国
籍
を
有
す
る
個
人
に
代

わ
る
国
際
請
求
は
、
こ
の
個
人
の
『
積
極
的
』
国
籍

(la
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
e
A
a
c
t
i
v
e
>
)
が
請
求
国
の
国
籍
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る

(
4
5
)
 

場
合
の
外
、
許
容
さ
れ
な
い
」
と
提
案
し
た
。
こ
の
一
九
六
四
年
十
一
月
一
日
付
の
提
案
は
メ
ル
ジ
ェ
事
件
の
決
定
を
反
映
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
会
期
に
お
い
て
、
「
同
時
に
請
求
国
と
被
請
求
国
の
国
籍
を
有
す
る
個
人
に
代
わ
る
国
際
請

求
は
、
当
該
個
人
が
請
求
国
と
の
優
越
的
結
合
の
絆

(
u
n
lien 
d
e
 r
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 

(
4
6
)
 

許
容
さ
れ
な
い
」
と
修
正
さ
れ
た
案
が
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
。

p
r
e
p
o
n
d
e
r
a
n
t
)
を
有
し
て
い
な
い
限
り
、

ブ
リ
ッ
グ
ス
は
、
こ
の
案
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
第
一
委
員
会
の
中
で
、
こ
れ
が
完
全
に

l
e
x
l
a
t
a
で
あ
る
と
考
え

(
4
7
)
 

る
委
員
と
、

lex
f
e
r
r
e
n
d
a
で
あ
る
と
す
る
委
員
に
、
意
見
が
割
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ブ
リ
ッ
グ
ス
案
反
対
の
急
先
鋒
は

33 (299) 
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ビ
ン
ト
シ
ェ
ト
ラ
ー

(
R
u
d
o
l
f
L
.
 
B
i
n
d
s
c
h
e
d
l
e
r
)
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
メ
ル
ジ
ェ
事
件
そ
の
他
の
米
・
伊
調
停
委
員
会
の
決
定
に

つ
い
て
は
こ
れ
が
特
殊
な
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
判
例
が
一
般
的
規
則
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
法
的
信
念
が
な
い
、
と
切
っ

て
捨
て
、
さ
ら
に
、
国
際
慣
行
は
単
に
裁
判
所
や
仲
裁
委
員
会
の
判
例
の
な
か
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
公
表
さ
れ
て
い
な

い
と
は
い
え
、
国
家
の
外
交
慣
行
が
量
的
に
は
は
る
か
に
重
要
で
あ
り
、
外
交
慣
行
の
中
に
は
ブ
リ
ッ
グ
ス
案
に
示
さ
れ
る
規
則
が
受

け
入
れ
ら
れ
た
場
合
は
な
く
、
ス
イ
ス
は
結
局
の
と
こ
ろ
一
九
三

0
年
の
ハ
ー
グ
条
約
第
四
条
や
国
家
主
権
に
反
す
る
そ
う
し
た
立
場

(
4
8
)
 

は
決
し
て
と
っ
て
こ
な
か
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ォ
ン
・
デ
ル
・
ハ
イ
テ

(
v
o
n
d
e
r
 H
e
y
d
t
e
)

と
と
も
に
平
等
原
則

に
基
づ
く
修
正
案
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
ボ
ロ
ー
ニ
ア
大
学
の
セ
レ
ー
ニ

(
A
.
P
.
 
S
e
r
e
n
i
)

は
、
重
国
籍
国
の
一
方
が
他
方
に
対
し

(
4
9
)
 

外
交
的
保
護
を
行
使
し
え
な
い
の
は
、
請
求
権
そ
の
も
の
、
不
法
行
為
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。
他
方
、

同
じ
イ
タ
リ
ア
人
で
も
、
ナ
ボ
リ
大
学
の
ク
ア
ド
リ

(
R
.
Q
u
a
d
r
i
)

は
外
交
的
請
求
が
実
効
的
国
籍
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
し

(
5
0
)
 

た
。
ま
た
、
ド
・
ラ
。
フ
ラ
デ
ー
ル

(
d
e
L
a
 P
r
a
d
e
l
l
e
)

は
、
「
実
効
的
、
優
越
的
、
ま
た
は
、
積
極
的
国
籍
」
観
念
を
導
入
す
る
こ

(
5
1
)
 

と
は
国
家
間
関
係
の
安
定
に
不
可
欠
と
み
な
し
て
い
た
。

結
局
、
時
間
の
問
題
も
あ
り
、
採
択
の
結
果
、
ビ
ン
ト
シ
ェ
ト
ラ
ー
11
フ
ォ
ン
・
デ
ル
・
ハ
イ
テ
修
正
案
が
賛
成
十
四
、
反
対
十
一
、

(
5
2
)

（

53) 

棄
権
二
で
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ブ
リ
ッ
グ
ス
が
説
明
す
る
よ
う
に
、

の
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ッ
グ
ス
が
報
告
者
と
し
て
ま
と
め
た
第
一
委
員
会
の
多
数
が
メ
ル
ジ
ェ
事
件
の
決
定
に
依
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
表

明
さ
れ
、
ブ
リ
ッ
グ
ス
提
案
と
な
っ
た
も
の
は
、
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
い
る
と
は
い
え
、
過
半
の
人
に
は
ま
だ

l
e
x
f
 er
r
 e
n
d
 a

で
あ
る
と

感
じ
ら
れ
、

一
九
六
五
年
の
万
国
国
際
法
学
会
ワ
ル
シ
ャ
ワ
会
期
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
万
国
国
際
法
学
会
に
お
け
る
討
論
で
は
、
ブ
リ
ッ
グ

そ
し
や
く

ス
提
案
の
真
価
は
充
分
に
咀
喘
さ
れ
な
か
っ
た
憾
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
ブ
リ
ッ
グ
ス
は
、
平
等
原
則
と
実
効
的

一
九
三

0
年
の
ハ
ー
グ
会
議
で
表
明
さ
れ
た
概
念
に
戻
る
も
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(

1

)

 

(

2

)

 

つ
い
て
我
々
に
は
判
断
す
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

国
籍
が
互
い
に
相
容
れ
な
い
対
立
関
係
に
あ
る
と
は
と
ら
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
メ
ル
ジ
ェ
事
件
決
定
で
米
11
伊
委
員
会
の
三
人
の

(
5
4
)
 

委
員
が
一
致
し
て
判
示
し
た
よ
う
に
、
「
両
原
則
の
補
完
的
性
質
」
を
重
視
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
請
求
国
の
国
籍
が
優
越
的
国
籍
で
あ

る
場
合
に
限
っ
て
、
実
効
的
国
籍
原
則
に
依
る
こ
と
に
な
り
、
「
そ
う
し
た
優
越
性
が
立
証
さ
れ
な
い
場
合
に
は
平
等
原
則
は
（
実
効

的
国
籍
原
則
に
）
譲
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
則
の
最
初
の
も
の
（
平
等
原
則
益
手
者
）
は
一
般
に
承
認
さ
れ

(
5
5
)
 

て
お
り
、
起
り
得
る
不
安
定
性
を
排
除
す
る
た
め
の
実
際
的
適
用
基
準
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
」
と
メ
ル
ジ
ェ
事
件
決
定
に
、
ブ
リ

問
題
は
、
結
合
の
優
越
的
性
格

(le
caractere p
r
e
p
o
n
d
e
r
a
n
t
 d
e
 r
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
)

の
決
定
基
準
に
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
ノ

ッ
テ
ボ
ー
ム
判
決
後
批
判
の
集
中
し
た
帰
化
者
の
た
め
の
国
際
請
求
を
扱
う
条
文
案
に
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
全
体
と
し
て
の
実
効

的
国
籍
原
則
へ
の
流
れ
が
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
残
念
な
こ
と
は
、

ワ
ル
シ
ャ
ワ
会
期
で
は
、
公
表
さ
れ

て
い
な
い
外
交
慣
行
な
る
も
の
が
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
や
仲
裁
委
員
会
の
判
例
と
全
く
異
る
未
公
表
外
交
慣
行
に

こ
う
し
て
、
少
な
く
と
も
、
公
表
さ
れ
た
判
例
・
外
交
慣
行
・
学
説
か
ら
は
、
実
効
的
国
籍
原
則
が
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

(56) 

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
重
国
籍
者
の
常
居
所
や
職
業
活
動
の
本
拠
な
ど
の
あ
る
重
国
籍
者
の
本
国
は
、
他

方
の
重
国
籍
者
の
本
国
に
対
し
て
、
国
際
請
求
を
常
に
提
出
で
き
る
。
し
か
し
、
国
際
請
求
を
提
出
す
る
国
は
、
自
国
国
籍
が
相
手
国

国
籍
に
対
し
優
越
的
性
格
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
立
証
で
き
な
け
れ
ば
請
求
は
許
容
さ
れ
な
い
。
そ
の

際
、
当
該
人
の
常
居
所
や
職
業
活
動
の
本
拠
地
が
一
応
の
証
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

委
員
会
は
、
一
九
二
二
年
八
月
十
日
の
米
独
協
定
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
2
0

A
J
I
L
 5
9
5
 
(
1
9
2
6
)
.
 

I
b
i
d
．こ
p
p
.

な
お
、

5
9
5ー

5
9
9
.

A
n
n
u
a
l
 
Digest•Years 

1
9
2
5ー

1
9
2
6
,

p
p
.
 2
7
3ー

2
7
4
.

ッ
グ
ス
は
、
語
ら
せ
て
い
る
。
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国籍単一の原則に対する疑問

重
国
籍
者
の
兵
役
義
務

重
国
籍
に
関
し
て
問
題
が
最
も
鮮
明
に
な
る
の
は
、
す
で
に
み
た
英
米
間
の
重
国
籍
者
を
め
ぐ
る
紛
争
等
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

重
国
籍
者
の
兵
役
義
務
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
国
家
の
利
害
が
正
面
か
ら
衝
突
し
て
い
る
。
国
家
が
契
約
関
係

に
も
と
づ
い
て
外
国
人
を
軍
隊
に
採
用
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
可
能
で
あ
る
が
、
個
人
の
意
思
い
か
ん
に
か
か
わ
り
な
く
国
家
が
兵
役

義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
国
民
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
も
か
つ
て
は
そ
う
で
あ
り
（
翻
塩
窪
麟
）
、
「
一
銭

五
厘
」
の
葉
書
、
赤
紙
一
枚
で
召
集
さ
れ
て
い
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
重
国
籍
者
は
困
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
面
で

は
、
国
籍
唯
一
の
原
則
は
、
ま
さ
に
原
則
と
し
て
の
重
要
性
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
前
述
し
た
一
九
二
九
年
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
草
案
は
、
「
二
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
は
、
こ
れ
ら
の
国
の

一
方
の
領
域
に
お
い
て
常
居
所

(
h
a
b
i
t
u
a
l

r
e
s
i
d
e
n
c
e
)

を
有
し
て
い
る
間
、
こ
れ
ら
の
国
の
他
方
に
お
い
て
軍
事
的
ま
た
は
そ
の

他
の
役
務
の
義
務
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
（
第
十
一
条
）
と
定
め
、
「
し
か
し
、
こ
う
し
た
区
別
は
現
行
国
際
法
に
お
い
て

(

1

)

 

は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
現
行
国
際
法
に
よ
れ
ば
二
国
の
請
求
は
平
等
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

若
干
の
国
は
重
国
籍
者
の
兵
役
に
関
し
協
定
を
締
結
し
、
重
国
籍
国
の
一
方
で
兵
役
を
了
え
た
者
が
他
方
の
国
の
兵
役
を
免
除
さ
れ
る

旨
を
取
り
決
め
て
お
り
、
そ
う
し
た
条
約
と
し
て
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
草
案
に
は
一
九
二
七
年
一
月
二
十
六
日
の
フ
ラ
ン
ス
と
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
間
の
条
約
、
同
年
八
月
三
十
日
の
フ
ラ
ン
ス
と
。
ハ
ラ
グ
ア
イ
間
の
条
約
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
二
八
年

十
一
月
五
日
法
は
、
海
外
で
生
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
民
で
他
国
の
国
籍
も
有
し
て
い
る
者
が
「
国
民
で
あ
る
当
該
外
国
の
軍
法
に
応
じ

た
こ
と
、
ま
た
は
、
当
該
外
国
に
強
制
的
兵
役
が
な
い
こ
と
を
公
文
書
に
よ
っ
て
立
証
す
る
場
合
に
は
、
平
時
に
お
い
て
兵
役
か
ら
免

（コ
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国際法外交雑誌83巻3号

「

1

一
九
六
三
年
五
月
六
日
に
「
重
国
籍
の
場
合
の
減
少
お
よ
び
重

の
後
に
は
諸
国
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
免
除
は
、
他
の
国
の
国
籍
の
喪
失
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
」

一
九
三

0
年
の
ハ
ー
グ
法
典
編
纂
会
議
は
、
二
重
国
籍
の
あ
る
場
合
に
お
け
る
軍
事
的
義
務
に
関
す
る
議
定
書
を
採
択
し
、
第
一
条

(
3
)
 

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

「
二
以
上
の
国
の
国
籍
を
有
す
る
個
人
で
、
そ
の
一
国
の
領
域
に
常
に
居
住
し

(habitually
resides)
、
か
つ
、
そ
の
国
に
最
も

緊
密
な
関
係
を
も
つ

(
m
o
s
t
closely 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
)

も
の
は
、
他
の
国
に
お
け
る
軍
事
的
義
務
を
す
べ
て
免
除
さ
れ
る
。

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
草
案
、
ハ
ー
グ
議
定
書
は
、
常
居
所
と
か
緊
密
な
関
係
と
い
う
要
素
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
国
籍
者
の
兵
役

義
務
の
衝
突
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ハ
ー
グ
議
定
書
が
効
力
を
発
生
し
た
一
九
三
七
年
三
月
か
ら
約
二
年

第
二
次
世
界
大
戦
後
、

い
わ
ゆ
る
東
西
の
対
立
が
み
ら
れ
、
世
界
は
「
分
裂
し
た
世
界
」

(
t
h
e
d
i
v
i
d
e
d
 w
o
r
l
d
)
と
な
っ
た
。
西

側
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
運
動
の
中
か
ら
一
九
四
九
年
に
欧
州
理
事
会

(
C
o
u
n
c
i
l
o
f
 
E
u
r
o
p
e
)

が
成
立
し
た
。
こ
の
機
構
は
、

ョ

ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
を
生
み
出
し
た
が
、

(

4

)

 

国
籍
の
場
合
の
軍
事
的
義
務
に
関
す
る
条
約
」
を
採
択
し
た
。
こ
の
条
約
は
、
締
約
国
の
国
籍
を
二
つ
以
上
有
し
て
い
る
者
の
場
合
に

は
、
い
ず
れ
か
一
の
締
約
国
と
の
関
係
で
の
み
軍
事
的
義
務
を
履
行
す
べ
き
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
、
と
い
う
原
則
を
採
用
し
、
適
用
に

つ
き
当
事
国
間
の
特
別
協
定
に
委
ね
た
（
第
五
条
）
。
し
か
し
、
現
在
ま
た
は
将
来
の
特
別
協
定
が
別
段
の
定
め
を
す
る
場
合
の
ほ
か

に
適
用
で
き
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
た
（
第
六
条
）
。

か
か
る
者
は
通
常
居
住
す
る

(ordinarily
resident)
領
域
の
当
事
国
と
の
関
係
で
軍
事
的
義
務
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
十
九
オ
ま
で
は
、
自
己
が
国
民
で
あ
る
他
の
当
事
国
と
の
関
係
で
、
前
掲
当
事
国
の
要
求
す
る
現
役
兵
役
穀
務
期
間
と

(

2

)

 

除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
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7
 
6
 
5
 

4
 る。

3

第
一
号
お
よ
び
二
号
に
定
め
る
規
則
に
従
っ
て
、

一
の
当
事
国
と
の
関
係
で
、
同
国
の
法
律
の
定
め
る
通
り
に
軍
事
的
義
務
を

2
 と
す
る
。

少
な
く
と
も
同
等
の
全
期
間
で
か
つ
実
際
の
期
間
を
、
志
願
兵
と
し
て
軍
事
的
義
務
に
服
す
る
こ
と
を
自
由
に
選
択
で
き
る
も
の

自
己
が
国
民
で
な
い
締
約
国
の
領
域
ま
た
は
条
約
当
事
国
で
な
い
国
の
領
域
に
通
常
居
住
す
る
者
は
、
自
己
が
国
民
で
あ
る
い

ず
れ
か
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
兵
役
を
了
え
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

完
了
す
る
者
は
、
自
己
が
同
時
に
国
民
で
あ
る
他
の
当
事
国
と
の
関
係
で
軍
事
的
義
務
を
す
で
に
完
了
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

自
己
が
国
民
で
あ
る
当
事
国
相
互
間
で
本
条
約
が
効
力
発
生
す
る
前
に
、
い
ず
れ
か
一
の
当
事
国
と
の
関
係
で
、
同
国
の
法
律

に
従
っ
て
軍
事
的
義
務
を
完
了
し
た
者
は
自
己
が
同
時
に
国
民
で
あ
る
他
の
い
ず
れ
か
の
当
事
国
と
の
関
係
で
同
じ
義
務
を
完
了

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

自
己
が
国
民
で
あ
る
締
約
国
の
一
と
の
関
係
で
現
役
兵
役
を
、
第
一
号
に
従
っ
て
、
了
え
た
者
で
、
後
日
、
自
己
が
国
民
で
あ
る

他
の
当
事
国
の
領
域
に
自
己
の
常
居
所
を
移
す
も
の
は
、
予
備
役
兵
役
は
、
後
の
当
事
国
と
の
関
係
で
の
み
服
す
る
も
の
と
す
る
。

本
条
の
適
用
は
、

い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
、
関
係
者
の
国
籍
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。

い
ず
れ
か
の
当
事
国
に
よ
る
動
員
の
場
合
に
は
、
本
条
か
ら
生
じ
る
義
務
は
そ
の
当
事
国
を
拘
束
し
な
い
。
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
常
居
所
」
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
実
際
的
な
詳
細
な
規
定
を
作
成

し
、
国
家
の
側
か
ら
の
要
請
で
あ
る
兵
役
義
務
の
衝
突
の
問
題
の
解
決
を
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、

兵
役
に
就
く
と
い
う
一
般
的
に
き
わ
め
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
な
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
行
為
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
一
般
的
に
他
方

国
籍
の
喪
失
に
つ
な
が
る
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
重
国
籍
の
解
消
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

41 (307) 



国際法外交雑誌83巻3号

い
ず
れ
に
し
ろ
、
重
国
籍
者
の
兵
役
義
務
に
つ
い
て
も
、
常
居
所
を
梃
に
、

え
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
実
効
的
国
籍
原
則
に
よ
っ
て
、
個
人
が
二
重
に

兵
役
義
務
を
負
う
か
も
し
れ
な
い
不
利
を
、
国
家
の
側
の
譲
歩
に
よ
っ
て
、
解
決
す
る
傾
向
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い

日
本
に
は
現
在
徴
兵
制
は
な
く
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
に
志
願
制
に
切
り
換
え
た
国
な
ど
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

(

5

)

 

兵
役
義
務
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
 to 
the 
A
J
I
L
 Vol. 2
3
 Special 
N
u
m
b
e
r
 (April, 1
9
2
9
)
,
 
p. 4
0
.
 

(
2
)
I
b
i
d
.》

p
.

41. 

(
3
)
1
7
9
 L
N
T
S
 8
9
 
(
N
。
4
1
3
7
)
.

(

4

)

5

8

 A
J
I
L
 5
7
3
-
5
7
9
 
(
1
9
6
4
)
.
 

(

5

)

社
会
主
義
諸
国
は
、
そ
の
国
家
・
社
会
構
造
自
体
か
ら
重
国
籍
を
嫌
い
、
国
内
立
法
に
よ
っ
て
重
国
籍
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
、
条
約
に
よ
っ

て
重
国
籍
の
発
生
を
避
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

cf.
I
v
a
n
 S
i
p
k
o
v
`
6
^
S
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 of D
u
a
l
 Nationality in E
u
r
o
p
e
a
n
 C
o
m
m
u
n
i
s
t
 

C
o
u
n
t
r
i
e
s
"
,
 5
6
 A
J
I
L
 1
0
1
0
-
1
0
1
9
 
(
1
9
6
2
)
.
 

こ
こ
に
興
味
深
い
―
つ
の
統
計
を
示
そ
う
。
日
本
人
男
と
外
国
人
女
の
婚
姻
は
、
昭
和
四
十
一
年
一

0
五
六
、
昭
和
四
十
五
年
ニ
―

0
八
、
昭
和
五
十
年
三
二
二
二
、
昭
和
五
十
四
年
四
九
ニ
―
と
確
実
に
増
加
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
人
女
と
外
国
人
男
の
婚
姻

数
は
、
二
九
二

0
、
三
四
三
八
、
二
八
二
三
、
二
八
一

0
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
横
這
い
か
減
少
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

統
計
に
現
わ
れ
た
数
字
は
不
自
然
で
あ
っ
て
、
日
本
人
女
と
外
国
人
男
の
事
実
婚
状
態
が
決
し
て
少
な
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

お

わ

り

に

1

末
成
年
重
国
籍
者
の
利
点

l

(308) 42 
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あ
と
が
き

い
ま
だ
に
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

承
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
周
知
の
と
お
り
、
現
行
国
籍
法
の
下
で
は
、
外
国
人
を
父
と
し
日
本
人
母
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
は
、
外

国
人
で
あ
っ
て
、
日
本
で
住
ん
で
い
る
限
り
、
外
国
人
登
録
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
日
本
に
よ
る
国
際
人
権
規
約
批
准
後
も
、
多
く
は

一
定
年
齢
に
達
す
れ
ば
外
国
人
登
録
の
指
紋
押
捺
義
務
、
登
録
証
の
常
時
携
帯
義
務
そ
の
他
の
権
利
の

制
約
等
が
課
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
不
利
を
避
け
る
た
め
敢
え
て
日
本
人
女
が
婚
姻
届
を
せ
ず
、
生
ま
れ
た
子
供
に
日
本
国
籍
を
得
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
事
を
も
っ
て
も
、
末
成
年
者
の
重
国
籍
が
い
か
に
利
点
が
多
い
か

が
分
る
。
未
成
年
の
子
の
人
権
保
障
の
た
め
に
は
滞
在
国
の
国
籍
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

人
権
保
障
は
、
現
在
、
内
外
人
平
等
の
実
現
の
方
向
に
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
え
な
い
が
、
国
籍
は
、
現
段
階
で
も
、
人
権
保
障
に

と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
と
く
に
、
現
に
滞
在
す
る
国
の
国
籍
を
親
が
有
し
、
未
成
年
の
子
が
こ
れ
と
異
る
国
籍
を
有
す
る
場
合

に
は
、
子
の
在
留
資
格
か
ら
家
族
の
一
体
性
が
破
壊
さ
れ
る
恐
れ
さ
え
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
第
三
国
に
在
る
場
合
は
別
と
し

て
、
父
の
国
に
在
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
母
の
国
に
在
る
場
合
に
も
子
の
人
権
保
障
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
母
の
国
籍
を
も
子
に
継

さ
て
、
本
稿
は
い
わ
ゆ
る
国
籍
単
一
の
原
則
に
種
々
の
角
度
か
ら
光
を
あ
て
て
検
討
し
て
き
た
。
人
間
が
少
な
く
と
も
―
つ
の
国
籍

を
も
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
結
論
で
き
た
。
し
か
し
、
国
籍
を
唯
だ
一
っ
し
か
も
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
、
か
つ
て
の

国
家
の
論
理
か
ら
は
あ
り
え
て
も
、
人
間
の
論
理
か
ら
は
引
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
個
人
の
国
家
か
ら
の
解
放
は

本
稿
執
筆
中
の
一
九
八
四
年
三
月
に
「
国
籍
法
及
ぴ
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
国
会
に
上
程
さ
れ
、
同
五
月
十
八
日
に

は
可
決
・
成
立
し
た
。
そ
こ
で
、
国
際
法
学
会
報
告
の
中
か
ら
提
言
に
わ
た
る
部
分
は
全
面
的
に
削
除
し
、
そ
の
た
め
学
会
報
告
の
目

次
中
「
四
末
成
年
重
国
籍
者
の
利
点
お
わ
り
に
ー
ー
若
干
の
提
言
」
の
部
分
は
本
稿
で
は
簡
単
に
書
き
換
え
た
こ
と
を
お
断
り
し

て
お
き
た
い
。

就
学
通
知
は
届
か
ず
、
ま
た
、
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The principle of a single nationality reconsidered 

SERITA Kentaro 

Professor of International Law 

Faculty of Law, Kobe University 

On 18 May 1984 the Diet enacted a nationality bill, and the new nationality 

law will come into force on 1 January 1985. The present law of 4 May 1950 had 

been criticized for these years from the viewpoint of furthering the equality 

between men and women. The new legislation has for its main object to meet 

the conditions provided for in Article 9 of the Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women. It is supposed, however, that the 

new nationality law will accelerate the increase in plural nationality. This article 

is to reconsider the so-called principle of a single nationality and re-examine 

some problems of plural nationality. Its contents are as follows : 

I. Introduction 

II. Brief history of developments of the concept of nationality 

皿 Shouldevery person possess one and one only nationality ? 

i. So-called principle of a single nationality 

ii. Right to a nationality as a human right 

IV. Some problems in the case of plural nationality 

i. General remarks 

ii. Diplomatic protection of a plural national 

a. Principle of inopposability of the nationality of a third State 

b. Principle of equality, principle of effective nationality and the 

complementary nature of the two principles 

iii. Military obligations 

V. Advantages of minors possessing plural nationality 

VI. C onclusion 
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